
文 教 厚 生 委 員 会 会 議 録

１ 期 日 平成３１年３月１１日（月）～１２日（火）

２ 会 場 第２委員会室

３ 開会時刻 １１日 午後０時５７分～午後 ５時２０分（休憩１３分）

４ 閉会時刻 １２日 午前９時２７分～午前１１時４８分（休憩 ８分）

５ 出 席 者 委 員 長 松本 均 副委員長 榛村 航一
委 員 榛葉 正樹 委 員 勝川志保子
〃 藤澤 恭子 〃 嶺岡 慎悟

当局側出席者 浅井副市長、教育長、教育部長、健康福祉部長、
こども希望部長、所管課長

事務局出席者 議事調査係 望月教代

６ 欠 席 者 委 員 野口 安男

７ 審査事項

・議案第 １ 号 平成31年度掛川市一般会計予算について
第１条 歳入歳出予算
歳入中 所管部分
歳出中 第３款 民生費

第４款 衛生費（第１項３目のうち所管外部分を除
く、第２項・第３項を除く）

第10款 教育費（第５項２目のうち所管外部分を除
く、第６項１目・２目を除く）

・議案第 ２ 号 平成31年度掛川市国民健康保険特別会計予算について
・議案第 ３ 号 平成31年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計予算について
・議案第 ４ 号 平成30年度掛川市介護保険特別会計予算について
・議案第１７号 掛川市保育士等就職応援資金貸付条例の制定について
・議案第２４号 掛川市国民健康保険税条例の一部改正について
・議案第２５号 掛川市介護保険条例の一部改正について
・議案第３１号 掛川市立学校設置条例の一部改正について

・閉会中継続調査の申し出事項 ４項目で了承

・その他

８ 会議の概要 別紙資料のとおり

以上のとおり、報告いたします。

平成３１年３月１２日

市議会議長 鈴 木 正 治 様

文教厚生委員長 松 本 均



８－１ 会議の概要

平成31年3月11日（月） 午後12時57分から、第 2委員会室において6名の委員出席のもと開催。

１）委員長あいさつ

２）当局（副市長）あいさつ

３）付託案件審査

〔 13:00 ～ 17:20 〕
①議案第１号 平成31年度掛川市一般会計予算について

第１条 歳入歳出予算

歳入中 所管部分

歳出中 第３款 民生費

第４款 衛生費（第１項３目のうち所管外部分を除く、第２項

・第３目を除く）

第10款 教育費（第５項２目のうち所管外部分を除く、第６項

１目・２目を除く）

第３款 民生費・第４款 衛生費

〔福祉課、説明 13:01～13:13〕

〔質 疑 13:13～13:37〕

○委員長（松本均君） 福祉課の松浦課長、よろしくお願いいたします。
○委員長（松本均君） ただいまの福祉課の説明に対する質疑をお願いいたします。
○委員（勝川志保子君） 3ページの 5のところの障がい者福祉費のうちの施設入所支援費と
いうところなんですけれども、増減理由のところに、「利用希望者は多数いるものの、国は施
設入所者の地域生活への移行の方針を示しているため、利用者の大幅な増は難しく、過去の給
付実績に基づき減額した」ということなんだけれども、もう少し、言っていることがわからな
いので、詳しく説明してもらっていいですか。
○委員長（松本均君） 課長、お願いします。
○福祉課長（松浦大輔君） すみません、ちょっとわかりにくくて申しわけありません。
国では、今、地域での受け入れ、施設入所者の方の地域生活への移行ということで、それを

目指して、国の基本指針としましては、平成28年度末時点の施設入所者を平成32年度末に 2％
削減するという基本指針が出ております。掛川市としましても、 3市でつくった東遠地域広域
障害福祉計画においても、この国の指針に基づいて、平成28年度末時点の入所者97人を平成32
年度末時点の入所者数を 2人減らして95人とすることを目標としております。
ただ、待機で待たれている方は多くて、掛川市の中でまだこの施設入所を希望されている方

は、一応、今現在で23人という形でいらっしゃいます。なかなかこのサービスについては、退
所されるときがお亡くなりになったときとか、長く施設のほうにいらっしゃるので、23人の方
がお待ちになっておりますが、まだ今年度 1人も入っておりません。
ただ、先ほど申し上げましたように、国のほうの指針がそういう形で地域生活への移行とい

う方針が出ておりますので、なかなか施設整備をしてとか、そういう形での計画にはなってお
りませんので、待機者の方はいるんですが、まだ受け入れるだけのものが十分ではないと。受
け入れるというのは、地域生活の中で国の指針に基づき、地域社会の中でどう受け入れていく
のかということになりますが、そういうわけで、予算上につきましては、今申し上げましたよ
うに、希望されている方はいるんですが、国の指針に基づく中で受け入れの施設自体ができて
いくわけではないので、昨年度の実績に基づいて予算上は減額したということになります。
○委員長（松本均君） どうですか、よろしいですか。
○委員（勝川志保子君） もう一つ聞いていいですか。
○委員長（松本均君） 勝川委員。
○委員（勝川志保子君） すみません、この施設、具体名だと、どこのことを言っているのか
ちょっとわからないのですが、23人が希望待ちだよという状態には変わりがないわけですよね。



その方たちは今どうされていらっしゃるのか、どういう状態になっているのか教えてください。
○委員長（松本均君） 課長、お願いします。
○福祉課長（松浦大輔君） 既存の障害福祉サービス、いろいろなサービスがありますので、
それを使いながら、現在、御自宅のほうで待たれていると、そういう状況になります。
○委員長（松本均君） よろしいですか、勝川委員。
○委員（勝川志保子君） その施設というのは。
○福祉課長（松浦大輔君） 一応、施設につきましては、東遠地域の障害者施設につきまして、
ねむの木学園、それから東遠学園の青年部、これは菊川市になりますが、あと菊川寮、これも
菊川市になります。それから、光陽荘、これも菊川市になります。それから、清松園、これも
菊川市になります。こういった施設になります。
○委員長（松本均君） よろしいですか。
○委員（嶺岡慎悟君） 説明資料 4ページの下の 7番の就労支援のＡ型、Ｂ型なんですが、事
業所の増加ということで、今年度どれくらいふえたか、これからの見通し、これぐらいふえそ
うだとか、何かあれば教えていただけますか。
○委員長（松本均君） 課長、お願いします。
○福祉課長（松浦大輔君） 今の就労支援につきまして、事業者のほうにつきましては、Ａ型
のほうにつきましては、平成29年度までは 1事業者でしたが、平成30年度につきまして、 4月
1日、 1事業者ふえております。結果として、今、Ａ型については 2事業者となっております。
Ｂ型につきましては、平成30年度は 2事業者ふえまして、 4月、10月にそれぞれ 1事業者ふえ
まして、市内の事業者数は14事業者となっております。一応、事業者数についてはそういう状
況でふえているという形にはなっております。
○委員長（松本均君） どうですか。
○委員（嶺岡慎悟君） それは、向こうも今、相談があったりして、これからもふえていくよ
うな傾向がありそうだということですか。何かもしお話があれば。
○福祉課長（松浦大輔君） 今のところまだ、今これから予定しているところは、ちょっと把
握はしていないんですが、既にＢ型については14事業者ということで、大分充足はしてきてい
る。ただ、ちょっと今後どういうふうにふえていくかという予定は、まだつかめておりません。
○委員長（松本均君） よろしいですか。
○委員（嶺岡慎悟君） はい。
○委員長（松本均君） ほかに何かありませんでしょうか。
勝川委員。

○委員（勝川志保子君） 7ページの13のところの放課後等デイサービス給付費の部分なんで
すけれども、年々ずっとふえてきていますけれども、許認可が県ということで、市ではないわ
けですよね。県に対してこうやってやりたいよというのが出されると、それが自動的に市のほ
うで受け取ってふやしますよというふうになっていくシステム、そういうことですかね。市の
計画として、このデイサービスの事業を何人規模で何カ所ぐらいで、どういう形態でやってい
きたいとかということではなく、それは県に申請がおりたものをそのまま受け取るシステムに
なっているということですか。
○福祉課長（松浦大輔君） 一応市のほうの計画としましては、こういった障がい者の東遠地
域広域障害福祉計画という中でサービス量とか確保策とかを見込んで計画を立てております。
ただ、今、委員のほうから御指摘ありましたように、認可については市のほうといいますか、

県のほうになりますので、この計画に基づく充足値にまだ足りていないということもあれば、
やはり最終的に、この事業所自体を指定するしないの判断は県になりますが、一応、県と市の
関係とすると、そういう形で市のほうで計画を立てて、県のほうで認可するという形になって
おります。
○委員長（松本均君） 勝川委員。
○委員（勝川志保子君） 市の計画と県の許認可の部分というのは、きちんとリンクされると
いうことなんですか。
○福祉課長（松浦大輔君） 許認可に当たって、一応、県のほうに上げるに当たっては、この
計画に基づいて今どうなんだということで、市の意見を添えて上げていきますので、リンクし
ております。
○委員長（松本均君） いかがですか。もう一度、今の件ですね。
○委員（勝川志保子君） 今の件です。
○委員長（松本均君） 今の件について。
○委員（勝川志保子君） そうしますと、このふえていく予算立てというところももっと必要



だということで、市のほうが計画として持っているから県も認可を出してきた、これからも出
していくということですかね。ちょっとその辺、リンクの数字が見えていないので、余計わか
らないのかもしれないんだけれども。
○福祉課長（松浦大輔君） 考え方としては、そういう形で、計画の中で見込んでいる計画値
に対してまだまだ必要だよというところを判断した上で、市が意見を添えて県のほうにあげる
ことで、県はそれを見て、だったら認可しましょうという一つの目安に県はしていくという形
になります。
○委員（勝川志保子君） 市はそれをもっとというふうに出していくと。
○福祉課長（松浦大輔君） そういうことです。
○委員長（松本均君） よろしいですか。
○委員（勝川志保子君） はい。
○委員長（松本均君） ほかにありますか。
○委員（勝川志保子君） すみません。違う項目で。8ページの14のところの事業補助金という
ところの増減理由の「報酬改定に伴い給付費が減額となり、給付費との不足分が増額するた
め」と、ここの説明がちょっとよくわからないんです。
○福祉課長（松浦大輔君） 一応この社会福祉協議会に補助金を出している心身障がい児放課
後対策事業費というのは、先ほど 7ページの13番で御説明しました、国の給付費の放課後等デ
イサービス給付費を社会福祉協議会のほうももらっているわけです、総事業費に対して。それ
で、その給付費で補えない部分を市が、心身障がい児放課後対策事業費という形で補助金とし
て支出していると。そして、平成30年度にこの放課後等デイサービス給付費といいますか、障
害者総合支援法に基づく放課後等デイサービス給付費の報酬の単価の改正がありまして、その
単価自体が下がりました。先ほど申しましたように、社会福祉協議会でやっている放課後等デ
イサービス、 3事業者あるわけですが、その総事業費に対して給付費の不足分を市が補助金で
出していますので、給付費の単価が下がったということは、不足分として補助金額が上がる形
になります。なので、総事業費のうちの給付費の不足分を補助金で出していますので、給付費
の単価が下がって、給付費が少なくなったことによって補助金額が上がったということになり
ます。ちょっとわかりにくい説明で申しわけありません。
○委員長（松本均君） もう 1回。
○委員（勝川志保子君） そうしますと、その前のページにある放課後デイサービス、ここの
部分というのは、こちらのところは「かざぐるま」とか「みなみかぜ」とかそういうところで
すよね。社会福祉協議会がやっているところで、その前のページのところは、ほかの「タッ
プ」とかやっているようなところになるということですよね。こっちには補助金は入っていな
いけれども、社会福祉協議会にだけ補助金が入るということですか。こっち側はお金足らなく
なっていないんですか。
○委員長（松本均君） 課長。
○福祉課長（松浦大輔君） まさに御指摘のとおりで、そもそも国の放課後等デイサービス事
業というものが国の給付費で始まる前は、平成26年度くらいまでは、社会福祉協議会だけが障
がい児の方の放課後等デイサービス事業というのをやってくれていました。もともとは市の委
託事業として始まっていたんですが、平成27年度に掛川特別支援学校を開設して以降、そして
あと法が整って以降、既に市内では、今、勝川委員からお話があったように、既に社会福祉協
議会の「はるかぜ」、「みなみかぜ」、それともう一つ、「かざぐるま」、この 3事業所も含
めて、今、放課後等デイサービスをやっている事業所が市内に14事業所となっています。なの
で、先ほど 8ページの14番で説明したのは、社会福祉協議会に対して、 3事業所に対しての補
助金です。じゃ、残りの11事業者はどうなっているんだという御質問なんですが、今申し上げ
ました、平成26年度のときまでは社会福祉協議会だけとしてこの事業を進めていた中で、市の
委託料としていった経緯の中で、いまだに補助金という形をしているんですが、本来であれば、
国の給付費の中で事業をやるというのが本来の形ですので、今ちょっと社会福祉協議会とは、
今 100名ぐらいの方がこの 3事業所にはお子さんたちがいらっしゃるので、市の補助金がいき
なりなくなることで、 100名の今通われている子たちが困ってしまってはいけないと我々は思
っておりますので、ただ、今申し上げましたように、ほかの11事業者の方も給付費でやるとい
うのは本来の形ですので、今からほかのサービス事業者の方にたらずまいを市が補助するとい
うことはできないものですから、ここの公平性の是正を図るために、今後は社会福祉協議会と
は、徐々に補助金のほうを減らしていきながら、ほかの事業者との均衡を図っていくという考
えで、社会福祉協議会とはちょっとお話をさせていただいております。
○委員長（松本均君） 勝川委員。



○委員（勝川志保子君） 意見になると思うので。
○委員長（松本均君） じゃ、後でお聞きしましょうか。
○委員（勝川志保子君） はい。
○委員長（松本均君） 質問のある方、ほかにありますか。
○委員（勝川志保子君） 違う項目で。 9ページ、16の生活保護費の部分の医療扶助の削減の
部分で、この間ちょっと話を聞いたときには、何かで出たときには、入院の方が減ったからだ
よというお話だったじゃないですか。それって、たまたま入院する方が、生活保護の方の中で
そういうあれがなかったというふうに私は理解したんですけれども、予算が減るということは、
これからもそういう人がいないよという前提を組んでしまうということにはなりませんか。
○福祉課長（松浦大輔君） 生活保護費自体は、それこそ生活に困っていて、精いっぱい努力
しても生活していけない方の最低限度の生活を保障するという形で、一日も早く自立な生活が
できるように援助するという法制度のもとでやっております。ですので、必要な費用について
は、当然市の予算をつけて扶助していくものなんですが、予算を組み立てるに当たって、この
前の 2月補正でも申し上げましたが、人員はふえてはいるんですが、例えば過去の実績の中で、
平成29年 4月から12月と、平成30年 4月から12月の医療費の中でやはり入院費のところが、そ
このデータを比較してみますと、平成29年 4月から12月と30年 4月から12月の中の実績で見て
みますと、平成30年のほうがやはり 2,000万円ぐらい医療費が大きく減少している状況です。
なので、平成31年度の予算を組むに当たっては、この実績に基づいて減額という形での予算を
組ませていただいていますが、ただ、勝川委員がおっしゃったように、ずっとその状態が続く
かどうかというのは我々もわかりませんので、また必要に応じては、補正とかその中でまた実
績を見ながら対応していきたいなと思っております。
○委員長（松本均君） ありがとうございます。よろしいですか。
ほかにありますでしょうか。

○副委員長（榛村航一君） 今のに付随して。
○委員長（松本均君） 榛村副委員長。
○副委員長（榛村航一君） 今 2,000万円ほど減ったということで、今回 4,000万円減らして
いる、それ以上、倍も減らしているというのは何かあるのか。それとも、減ったというのは、
非常に医療が浸透して、患者さんが減ったというのが本当に事実としてあるのかどうかという
のを教えてください。
○福祉課長（松浦大輔君） 今御指摘のあったように一応減額幅としては 4,287万円という形
で減額になっております。ただ、これは平成30年当初予算のものとの比較の中で、この 4,287
万円という減額の数字になっておりますので、ちなみに、当初予算については 3億 3,365万 1,
000円でして、平成31年度当初予算は、そこにありますように 2億 9,078万円、これとの比較が、
そこに記載されている 4,287万円の減額という表示になっております。
この前の 2月補正の中で、実は平成30年度当初予算、今申し上げました当初予算については、
2月補正の中で 2億 7,155万 6,000円に減額しまして、こことの比較をしますと、逆に平成31
年度の 2億 9,078万 1,000円としますと、 1,922万 5,000円は 2月補正後の決算見込みとして
は増額している形になります。なので、先ほど申し上げました実績、平成29年 4月から12月と
平成30年 4月から12月の中で入院費自体は 2,000万円減少しているんですが、補正の中では、
ことしの決算見込みと比較しますと、まだ来年度の予算では約 2,000万円ぐらいふえていると。
それは人員がふえていることとかみ合わせながら来年度の予算を組んでいますので、当初との
比較では御指摘のとおりなんですが、決算見込み等ではふえていて、ただ、全体額として落ち
ているのは、入院費なんかの減額があると、そういう形になります。
それから、もう一つのほうの、ちょっとどういう現象、何か特別な理由があって入院費が落

ちているということではなくて、一般的に申し上げれば、それだけちょっと大きな病気とかけ
がをされた方がいなかったという現象が続いていると見込んでおります。
○副委員長（榛村航一君） ありがとうございます。
○委員長（松本均君） よろしいですか。
○副委員長（榛村航一君） はい。
○委員長（松本均君） ほかにありませんでしょうか。
すみません、私から 1つお願いしたいんですけれども、15番のところの一部事務組合負担金

費なんですけれども、これ 2,000万円ぐらいふえていると。昨年から 2,000万円ぐらいふえて
いる。職員に伴って人件費等も、でも、組合議会で 2,000万円ふえていると。 225ページを見
ると、やはり一番下の東遠学園の地域福祉運営費負担金、こっちでは 700万円ぐらいふえてい
ますけれども、かなり急にふえたような、前々、東遠学園の組合員だった方にも大分苦しいよ



というのはちょっと聞いたんですけれども、今回、これぐらいふえる、もうちょっと簡単でも
いいですけれども、こういった理由を教えていただきたいなと思うんですけれども。
○福祉課長（松浦大輔君） そもそも東遠学園組合の市町負担金につきましては、それぞれこ
こに記載されているような事業費に対する運営費が組まれていて、この市町に求める負担金と
いうのは、それぞれ東遠学園組合の事業費の歳出と、あと東遠学園組合のほうですと、市町の
負担金以外の歳入、特定財源がありまして、そことの差し引き額で市町負担金を計算して、各
市町に要求してきております。
今回、いろいろな理由があって、それぞれの運営費ごとにあるわけですが、例えば東遠学園

の青年寮のところにおきましては、 1つ、東遠学園の歳出の部分で、消防設備のスプリンクラ
ーを設置したことで 840万円ぐらい支出が伸びているところで、その差額分として増額してい
ると。それから、先ほどの主な理由として、人件費として上げたのは、知的障がい児通園施設
のめばえ運営費負担金のところになるわけですが、これはめばえのほうのみなみめばえの職員
の方が 1クラスふえるということで、 3人、正規職員の方がふえたことによって、市町の分担
金も、この事業費がふえることによってふえていると。主には職員の人件費。それから、ほか
の理由としましては、給与費の増とか、それから先ほど申し上げました消防設備の設置とか、
そういう関係で需用費がふえることによって、特定の財源の差し引き額で残った部分の市町負
担金がふえているという形になっております。
第３款 民生費

〔健康長寿課、説明 13:38～13:52〕

〔質 疑 13:52～14:06〕

○委員長（松本均君） 健康長寿課の原田課長、よろしくお願いいたします。
○委員長（松本均君） ただいまの健康長寿課の説明に対する質疑をお願いいたします。
○委員（勝川志保子君） 14ページの 8の敬老会事業費の部分なんですけれども、これ非常に
微妙なというか、高齢者の方たちがどう捉えているかとか、その地域がどう捉えているかとか、
いろいろなところでの合意形成の上で行っていくことが前提になるだろうなという気が、話を
聞いたときからしているんですが、この予算化はこうするよということが決まったということ
は、その辺の当事者ですよね。受けられる側のところとも調整がついたということなんでしょ
うかね。
○健康長寿課長（原田陽一君） 前回の全員協議会のほうにもあげさせていただいておりまし
たけれども、まずアンケート実施をいたしました。アンケート実施の結果としましては、当然
6割が余り変えたくないという意向も含めまして、 6割の方が現状のまま年齢も金額もという
回答でございましたが、残り 4割につきましては、いろいろな事情ですね、会場の面だとか、
年齢的なものだとか、78歳じゃまだ参加したくないような声も実際に聞いたりしている方もい
らっしゃったりしまして、年齢の上げ幅については了というところが一番 4割の中では多かっ
たということでございます。
もう一つ、まずもって平均的な平均寿命のほうが男性が81.6歳で女性のほうが87歳という中

で、もう少しいわゆる敬老の年齢がどうかという点が 1つありまして、もう一つは、実際に会
場運営していただいている小区だったり、大きいところですと体育館を使っているところもあ
るんですけれども、会場のスペース的に、今、目いっぱいで、いっぱいいっぱいだというとこ
ろのお話も聞いたりしまして、これ以上ふえると 2部制でやらなきゃいけない、そんなお悩み
のお話も聞いたりもしました。
大きく話としましては、今、少子高齢化で、今後に向けて言いますと、80歳ぐらいまでの方

で元気な方々は、地域で元気に役割を持って、隣近所の見守りでもいいので、そういった役割
を持って頑張っていただける方向も御検討いただきたいというのも、区長会のほうでも話をさ
せていただいて、区長会のほうでも、80歳まではお茶を飲んで元気に頑張るしかないねという
ようなお話もいただいたりしました。
○委員長（松本均君） ありがとうございます。どうですか。
○委員（榛葉正樹君） 13ページの 6番の老人クラブの件ですけれども、老人クラブの数の減
というと、年々どれぐらいの減りとか、それに対する対応策というか、あれば教えていただき
たいんですけれども。
○健康長寿課主幹（藤田明宏君） 年齢というか、会員の数ですね、数のほうは、毎年大体 5
カ所ぐらい減っています。対策としましては、年齢の幅を60歳から実際言っていますけれども、
65歳、多いところでは70歳以上からもう 1回呼びかけてくださいと。あと若い方の青年という
か、若い方のクラブもそこの中で、全体がやはりお父さんがいて、子供がいてという時代がち
ょっと来ていますので、 2つに分けて活動してくださいというお願いをしています。内容的に



は以上です。
○委員長（松本均君） ほかにありますか。
○委員（嶺岡慎悟君） 10ページの先ほどの経営方針の中で、 (3)の認知症対策の認知症カフ
ェということで、場所はお聞きしましたけれども、予算的には特に入っていないかなと思いま
したけれども、運営としてどういった形でやっていくかということをお聞きできればと思いま
す。
○健康長寿課長（原田陽一君） できるだけ、もちろん御本人もそうですし、そういう御家族
を持った親族の方、それと地区でそういう方がいて困っているというような地区の役を持って
いるような方、そういう方が気軽に来て、専門スタッフともお茶を飲みながら、お菓子を食べ
ながら、くつろいだ中で話ができればということから、ことしの 1月、 2月、 3月とお試しで
今もう始めています。 4月からは月 1回で完全に施行していこうというような方向で今おりま
して、特に図書館の開催ですね、近隣でも、認知症カフェ自体はもうやっているところが多い
んですが、施設での運営ですと、固定客の方が多かったりとかいう中で、図書館のほうからも、
図書館と認知症の方とのふれあいとか、本だとか図鑑を読んだりだとか、いろいろ波及効果も
いいよねというような話も、図書館のほうともしまして、ぜひということで、今回 4月から開
始になりますので、実際に今、お試しやっている中でも、七、八組の方々が参加していただい
ています。今後もぜひ数もふえていただきたいですし、図書館側からの何かアプローチで、ま
た何か事業化できればなという思いもしながら今試行している状況です。月 1での開催を考え
ています。
○委員（藤澤恭子君） 同じ10ページの一番目なんですけれども、これからひとり暮らしの高
齢者がたくさんできると思うんですが、緊急通報システム設置台数が減ったというのは、在庫
を使用したら、去年と同等以上のものがあるということでいいですか。去年35台だったのが今
回30台になっています。
○健康長寿課主幹（藤田明宏君） 全体で平成29年度末では 260台持っています。ことしは、
平成30年度、約20台設置しております。亡くなられた方とか、入院した方とか、そういった方
は全部貸与していますので、返していただきます。新しいものを、新規のものは購入させてい
ただいて、返った分は、そこでメンテナンスをさせていただいているという状況で、大体 270
台から 280台ぐらいになっているということです。
○委員（藤澤恭子君） 関連でいいですか。ちなみに、これ救急車を呼ぶための緊急通報機と
いうことになっていると思うんですけれども、適正な利用になっているとか、そういうのって、
トラブルとかはないですか。
○健康長寿課主幹（藤田明宏君） 平成29年度では18件です。その中で正しく通報された方が
9件、誤報が 9件です。ことし、平成30年度途中ですが、25件。災害があったために適正な通
報は11件、誤報が14件になります。
○委員長（松本均君） 誤報というのは。
○健康長寿課主幹（藤田明宏君） 追加で申します。置き方にもよるんですが、ちゃんと壁に
横にしてあればボタンを押すという形になります。でも、横にしたときに、押し間違いが多数
あります。また、猫を飼っているとか、そういった方はそこで踏んでしまうこともありまして
誤報になっております。
○委員（藤澤恭子君） 直結、救急車、救急隊に入っちゃうということですか。
○健康長寿課主幹（藤田明宏君） 最初に、第 1通報者、まず近所の方に第 1で通報がいきま
す。第 2に、また御近所の方で第 2の通報者にいきます。第 3で消防署にいくような形です。
必ず留守番電話になっても、第 2通報者にいくようになっています。
○委員長（松本 均君） ほかにありませんでしょうか。
○委員（勝川志保子君） 11ページの 2のところの配食サービス、毎年質問しているような気
がするんだけれども、これ 280人が利用しているということでよかったんですかね。これがも
っとふえていかなくて大丈夫なのかという思い、介護保険の中の普通の家事をやっていただく
ようなところって減らされていますよね。 1日の中で何回とかという規制が出てきていて、本
当に家事を普通にヘルパーがやっているような事業が減っていく中で、本当、大丈夫かなと。
私、うちの周りもすごい高齢化が進んでいる地域なので、ここ配食サービス入っていないけど
大丈夫かなとかというような御家庭ってふえているような気がするんですけれども、この 280
人というのは、これでオーケーだという判断ですかね。
○健康長寿課長（原田陽一君） 独居でしたり、高齢者世帯だったりという形で、きちんとふ
くしあの包括支援センターやケアマネジャー等から拾い上げていただいた方については継続し
ていますし、一旦入院しても、その後どうなるかというところまでもきちんとケアして対応は



したりしているものですから、お亡くなりになった方の分が減るのがどうしてもある中で、う
ちとしても、決して規模縮小を考えてという方向ではないんですけれども、亡くなった方の分
が減りながらという中で、きちんと拾える方は拾えているという予定では今いるんですけれど
も、その都度、御不満があれば、ふくしあやケアマネジャー等に連絡をとっていただければ、
すぐにうちのほうに手続のほうに取りかかれるようになります。
○委員（勝川志保子君） もう 1点、16ページの13番の介護保険への繰り出しの部分で、増減
理由のところに掛川東病院の50床が介護医療院に転換ということで、私もちょっと一般質問で
あげさせてもらい、この方向にいくのかなとは思っていたんですけれども、これ50床というの
は、この年度内にもっと広がる予定とか、そういうのは聞いていないんですかね。この50床と
いうことで、もう本年度はいくということか。
○健康長寿課長（原田陽一君） 掛川東病院さんのほうから、この 4月、年度がわりからとい
うことで伺っていました。先日連絡ありまして、 6月に逆に延ばしたいという話があって、そ
れは同じ法人内の病院とスタートをそろえるというような法人の意向によるものでしたけれど
も、内容としましては、介護保険でのケアが必要な人たちは、医療ではなく、介護のほうで受
けるというような趣旨が 1つありまして、本当に重度の医療行為が必要な方は、そのまま医療
病棟に残るということになっていますので、例えば病院から退院するに当たって重度の医療行
為の必要な方は、そのまま医療として入りますし、介護として必要な方は介護医療院に転院し
て、退院できる方は退院していただくという流れで、比較的、退院後の受け皿的には、いろい
ろな受け皿ができたかなという思いでおります。

第３款 民生費

〔国保年金課、説明 14:07～14:11〕

〔質 疑 なし 〕

○委員長（松本均君） 国保年金課、佐野課長よろしくお願いいたします。
○委員長（松本均君） ただいまの国保年金課の説明に対する質疑をお願いいたします。。

第４款 衛生費

〔健康づくり課、説明 14:13～14:26〕

〔質 疑 14:26～14:35〕

○委員長（松本均君） 健康づくり課、澤﨑課長よろしくお願いいたします。
○委員長（松本均君） ただいまの健康づくり課の説明に対する質疑をお願いいたします。。
○委員（嶺岡慎悟君） 45ページの 8番の風疹の抗体検査についてですけれども、国のほうで
半分というのは多分 3年限定ですね。ちょっと前のニュースで言っていたので、そうじゃない
かと思いますけれども。これをどう広報していくかというか、ニュースでも企業に健康診断に
入れることもできるように考えているというようなニュースはちょっと見たりもしましたけれ
ども、これをできるだけ受けてもらうために何かどういった形でもっていこうかということが
あれば教えていただきと思います。
○健康づくり課長（澤﨑みどり君） 国のほうでも企業の健診ですとか、あと、健康づくり課
でやっています特定健診を受診するときにもこの抗体検査を一緒にやってもいいということを
言っていただいていますので、それらの企業健診のことにつきましては、会社のほうにも御報
告をしたり、あと特定健診では、通知などでお知らせをしたりしてまいりたいと思っておりま
す。
○委員（嶺岡慎悟君） ほぼ意見になりますけれども、できるだけ健康保険のほうも含めて、
国保、本来だと予算とってもいいんじゃないかなというようなことも思うぐらいですけれども、
そのあたりまだまだ考えていないということで。
○健康づくり課長（澤﨑みどり君） 国の説明も不十分なところもありますけれども、早期に
情報を収集をし、逐一対応してまいりたいと思っております。
○委員（勝川志保子君） 今の項目のところで、風疹だけじゃなくて、はしかなんかも抗体検
査の必要ってすごいあるなと思っているんですけれども、その辺への助成とかはまだ支援に入
っていないですか。
○健康づくり課長（澤﨑みどり君） いろいろな予防接種について、対応をしてまいりたいと
思っているんですけれども、この風疹につきましては、風疹とはしかの予防接種はＭＲワクチ
ンといいましてこの年代で抗体がない方には混合ワクチン接種により、はしかの対応は可能だ
と思うんですけれども、そのほかのワクチン接種につきましては、今後また検討してまいりた
いと思っております。



○委員（勝川志保子君） 時期的に30歳のあたりのところって本当そこが抜け落ちた何か本当
に危ない世代になっていて、私も自分の息子たちの対応のところで本当にある時期、奔走した
記憶があるんですけれども。今、これだけはしかとかも言われているので、先ほども嶺岡議員
が言ったような、もうそこを本当に危ない、私らははしかも風疹もやっちゃっていて、年寄り
の世代のところは余り関係はないかなという気もしているんですけれども、若い世代って健康
診断も自分からはなかなか行かないし、ましてや国保で若い方という形だと本当に抜け落ちち
ゃうところかなという気がするんですね、自営業者の方だとか。その辺のところは本当しっか
り何とかならないかなという気がするんですけれども。予算の中では。
○健康づくり課長（澤﨑みどり君） おっしゃるとおり、ある程度の高齢の方は自分が実際に
かかった方が多いので、そういう心配はないんですけれども、若い方々の中ではワクチン接種
を必ずしもやっている方ばかりではないというのも事実ですので、予算も含めて、検討してま
いりたいと思います。国の方針もありますので、合わせて考えていきたいと思っております。
○委員長（松本均君） ムンプスの話をちょっと前させていただきました。はしかのこともま
たお願いしていたと思います。代表質問の中でも、インフルエンザの話も出ていると思うんで
すね。吉田町が結構早くて、吉田町見ると、負担をしてくれたりというのあるんですけれども、
前にもお話ししましたが、今後の話で特に考えていくということだったものですから、すみま
せん、よろしくお願いしたいと思います。
○委員（藤澤恭子君） 43ページの 5番目をお願いいたします。
不妊治療と不育治療で、前年と同じということですけれども、もっともっと増えてくるのか

なと思ったんですが、特に不育治療のほうは 3人の枠ということですけれども、これは 3人以
上ふえた場合というのは対応というのはできるのか教えてください。
○健康づくり課長（澤﨑みどり君） 当初予算で計上した予算ですので、実数に合わせた予算
で対応してまいりたいと思っております。
○健康づくり課長（澤﨑みどり君） 特定不妊、一般不妊を希望された方は、平成28年が特定
不妊が 139人、一般不妊が64人、平成29年が特定不妊が 133人、一般不妊が67人ということで、
横ばいではあります。
○委員（藤澤恭子君） 不育症は。
○健康づくり課長（澤﨑みどり君） 不育症は平成29年度の人数が 2人でありました。
○委員（勝川志保子君） 43ページの 4の子育て世代包括支援センター事業費の部分の兼任の
保険者賃金の増は非常勤職員賃金増額ということなんですが、ここ大事な今、いろんな虐待の
問題も出ているし、大事なところになるよなと思っているんですが、この非常勤職員賃金とい
うのが何時間計算で、どれだけ充てられていて、どれだけふやすということなのかちょっと確
認をさせてください。
○健康づくり課長（澤﨑みどり君） 1人の方が昨年と比較して 1万2,000円ふえたということ
です。
○委員（勝川志保子君） 1人の方につけるのが1万2,000円ふえたよということか。
○健康づくり課長（澤﨑みどり君） 比較してですけれども。
毎週月曜日から金曜日までいらっしゃっていただいて、勤務は 8時半から17時15分までとな

っております。

第４款 衛生費

〔地域医療推進課、説明 14:35～14:45 14:59～15:00〕

〔 14時46分～1分間 東日本大震災黙祷 休憩 14:47 ～ 15:00 〕
〔質 疑 15:00～15:17〕

○委員長（松本均君） 地域医療推進課、大竹課長お願いいたします。
○委員長（松本 均君） ただいまの地域医療推進の説明に対する質疑をお願いいたします。
○委員（勝川志保子君） 46ページの 1の東海アクシス看護専門の件なんですけれども、本当
は40.2％が22人中東遠総合医療センターに入っているよと聞いて、本当に大切な場所だなとい
うのとてもよくわかったんですけれども、聞くところによると、ここの子どもたちのほうの負
担金が、入試のお金とか、自己負担の分がふえているというふうに聞いているんですが、本当
大事なところなので、それぐらいは市が出していくべきじゃないかななんていう気がしたんで
すが、そういうことは考慮されますか。学費と入試のあれとかがふえていると聞いていますが。
○地域医療推進課長（大竹紗代子君） 32年度からになりますけれども、入学試験の検定料改
定を行います。
○委員（勝川志保子君） ことしじゃないということですね。



○地域医療推進課長（大竹紗代子君） そうですね。
適性検査と同様なものを導入し、その負担をしていただく。それから、授業料も平成32年度

から現在10万2,000円が、それを他市と大体平均同じような金額にしようということで14万4,0
00円に変更いたします。増額するということになります。平成32年度からです。検定料ですが、
6,000円だったものが2,000円プラスで8,000円になります。その2,000円が適性検査の検査料と
いうことになります。
○委員（勝川志保子君） 奨学金は変わらないですか。
○地域医療推進課長（大竹紗代子君） 東海アクシス専門学校については、奨学金制度もあり
ますので、それを使っていただけると、卒業後管内の病院にお勤めいただければ、 3年で返さ
なくてよいということになります。
○地域医療推進課長（大竹紗代子君） 東海アクシス専門学校については組合議会があります
ので、またそちらのほうでも市議会から出席していただいて協議をいただいております。
○委員（藤澤恭子君） 49ページの 6番で質問です。
のびる～むについてですけれども、経営方針のところでも予想以上の相談者が飛び出ている

ということだったんですが、予算の中で備品購入費が減額されることはわかるんですけれども、
大分減ったんじゃないかなということが けれども、相談員の賃金と発達相談員の謝礼とい
うのは、発達相談員の謝礼というのは今年度からだと思うんですが、その違いというか、教え
ていただきたいです。
○地域医療推進課長（大竹紗代子君） 謝礼の件ですけれども、発達相談員の謝礼は「のびっ
こ」について支払いをしている分になります。当初は毎日運営をしていく予定で組んでいたん
ですけれども、「はるかぜ」を使用させていただいて行うことになったことから、週 2回だけ
の開催となりました。思っていたより減ったなというところがあります。
○委員（藤澤恭子君） 相談員の賃金が減ったのは、結構ハードスケジュールで人員も足りな
いというようなことから出たんですが、ここはどういう経緯か教えていただきます。
○中部地域健康医療支援センター所長（平川歩君） 先ほどの質問ですけれども、発達相談員
につきましては、今登録員が 5名おります。その中で、交流スペースの「のびっこ」につきま
しては 2名体制で運営をさせていただいておりますけれども、浜松医科大学のスーパーバイザ
ーの先生とアドバイザーの先生の御指導、御協力によりまして、運営のほうがスムーズにいっ
たというようなことで、相談員は謝礼が減ったということになります。発達相談員賃金につい
ては、非常勤の発達相談専門員の賃金になります。
○地域医療推進課長（大竹紗代子君） 今の回答に追加ですけれども、スーパーバイザーの先
生は浜松医科大学から派遣依頼を出しまして派遣していただいておりますので、学校のほうか
ら経費が出ていると思っていただければいいかと思います。ただ、講座などをやっていただい
た場合には、のびる～むの予算でお支払いをさせていただいていますので、月に 1回程度、指
導に来てくださっていますが、それは大学の経費で来てくださっているということで、のびる
～むのほうからは支出はしておりません。
○委員（藤澤恭子君） では、この相談員の賃金が減ったのは、大学から費用が出るようにな
ったから減ったということですか。

〔「そうです」との声あり〕
○委員（藤澤恭子君） 去年まではこっちで出していたということだったんですね。
○地域医療推進課長（大竹紗代子君） 講師謝礼については、平成30年度、初年度ですので、
どのくらいの費用がかかるか全然わからない状態で、いろんなものを見込んで組み立てをして
いますので、やってみたらこんなことが利用できてお金がかからなかったというのが正直なと
ころです。
○委員（勝川志保子君） 47ページの 2のほうにいきますですけれども、休日診療の急患診療
所の件なんですけれども、今年度インフルエンザの時期に、とんでもない待ち時間、 6時間の
ところを 8時間だとかそういう待ち時間が発生したというふうに聞いているんですけれども、
それって病気になっているのにもっと病気ひどくしてしまうというような、そういうあれにな
っちゃっているような気がするんだけれども、ゴールデンウィークとかももう本当に長いしと
ても心配なんですけれども、実際にもうパンク気味になりそうになったときに、この体制で大
丈夫なのかというのがとても。もうちょっと人件費だとかそういうふうのでやっていけるのか
というのがどんなものなのか、確認を。
○地域医療推進課長（大竹紗代子君） 急患診療所につきましては、主には医師会にお願いし
て運営をしております。先生たちも通常の診療がありますので、それ以外にプラスで急患診療
所に来ていただいているということもあります。前年度、やはりインフルエンザの年末年始の



時期にすごい人数だったものですから、医師会のほうにお願いをして検討していただきまして、
「浜松医科大学から外科の先生がお見えになる 2日間だけ、試しに僕たちがもう 1人ずつ出て
やってみようか。」ということで対応していただいています。私たちは医師の先生たちにお願
いするだけじゃなくて、自分たちにできることも何かないだろうかということで、看護師や管
理人、事務の方と連絡会を開きまして、どんなことに対応できれば患者に安心して受診してい
ただけるだろうか、お待ちいただいてでも余り不快な思いをさせないだろうかというところに
少し気を配るようにしまして、対応させていただいています。
それから、本年度からなんですけれども、患者数が多い日に市の担当者を緊急で対応するよ

うにいたしましたので、事務のほうの忙しさも少しは緩和はできたのではないかなと。
先ほど 7時間お待ちいただいたというお話もありましたけれども、本当に 7時間お待ちいた

だいたんですが、看護師、事務の担当者に聞きましたら、それでも苦情はなかったということ
で、もう本当に頭が下がる思いでしたけれども、中で働いている方もよくやっていただいてい
るので、患者さんから余り苦情がなかったのかなと思っております。
○委員長（松本均君） 医師会からもそれの話があって、じゃ17時に閉めて、17時に閉めた後
の人たちを帰していいかという、医師としての責任があると言われます。22時ぐらいまでかか
ったけれども、来た患者さんは全部見るという考えだったという、いますね。やっぱり何とか
して、皆さん大体夜になるとかぎりぎりになると来るという方がどうしても集中しちゃうんで
すよね。それも何とか予測してというのはなかなか難しいかもしれないですけれども。確かに
勝川委員が言われたとおりゴールデンウィークもありますので、対応は必要かな、そのように
思います。
○地域医療推進課長（大竹紗代子君） 来週また急患診療所の運営委員会がありますので、去
年の実績とことしの実績を比較するなどしまして、また御意見をいただくようにお願いをして
いきたいと思います。
○委員（勝川志保子君） その下の 3番のところです。
地域医療整備事業費というところで、（仮称）掛川市医療体制検討委員会の開催ということ

で載っていて、すごく大切なところでどんどん進めていただきたいなと思う部分なんですけれ
ども、もうちょっと詳しく、どういうメンバーでどんなタイムスケジュールでどれくらい後を
見越しながら提言をしていくとかそういう何かもうちょっと具体的なものがあれば教えてほし
いですが。
○地域医療推進課長（大竹紗代子君） まずは、庁内の検討会を去年12月に立ち上げました。
この中で、今の問題は何だろうかというのと、現状を調べてみようということで、今調査をし
てまとめているところです。今月19日にまたその庁内検討会を開きまして、私たちが望むとい
うか、市民の皆さんが望む医療体制を検討した後で、来年度庁内から庁外に広げて検討委員会
を立ち上げていきたいと思っていますが、今のところ、委員についてはまだ具体的には決まっ
ていないです。
○委員長（松本均君） これからですね。よろしいか。
○地域医療推進課長（大竹紗代子君） 今、市から医師会のほうに在宅医療介護の推進事業の
委託をしております。その中で、推進委員 2名が私たちと一緒に活動させていただいているん
ですけれども、その委員と話し合いをする中で、市民の声を医師に届けるのも大事だけれども、
医師が思っている言葉を市民に伝えるのも大事じゃないかというお話がありまして、医師会長
に相談しまして、いつごろになるかまだはっきりわからないんですが、ふくしあくらいの単位
で皆さんでセッションできるような場所を持てたらいいなと。市民の声と医師の声を言えるよ
うなグループワークみたいな、そんなものができたらいいなというお話が今少しずつ進めてい
るところなので、そこも入ってくると、この検討委員会にどういうふうにつながっていくかと
いうところもあるかと思いますが。
○委員（勝川志保子君） 確認で。庁内で12月に立ち上げて 3月にもう一回やるよということ
で、庁内の中のどんなふうにという 1つの方向性みたいなものは、この文教厚生委員会とかを
通じてとか全員協議会を通じてとか、来年度の持っていき方はどのようになりますか。
○副市長（浅井正人君） 課題が大変大きいので、現状分析を正確にやりましょうということ
で、現在の開業医の状況等々を、資料を整理をしている段階ですので、まだまだ皆様に報告で
きるようなレベルに至っておりません。
また、一定の経過報告ができるようになりましたら、お話ししていくチャンスが必要だとい

うふうには思っていますし、また御質問いただければ、資料等をお見せすることができると思
います。今はまだです。



第３款 民生費

〔こども政策課、説明 15:18～15:31〕

〔質 疑 15:31～15:52〕

○委員長（松本均君） こども政策課の山﨑課長、よろしくお願いいたします。
○委員長（松本均君） ただいまのこども政策課の説明に対する質疑をお願いいたします。
○委員（藤澤恭子君） 53ページの 4番目の、ちはま幼稚園のスクールバスの運行委託料、運
行していただいてまことにありがたいと思うんですが、全然違うことだとわかっているんです
が、事項別明細書の 347ページ、 2款 4項 5目の説明 2のところ、この (1)遠距離バス通園児
童助成事業費、この金額もう全然かけ離れて全くまた別物だと思うんですが、これほどの差が
出るというのはどういう、委託の仕方なんでしょうけれども、事業費として、本当に市がちょ
っとした助成じゃなくて全部、この人たちは通園するのに払っているのか、教えていただきた
いなと思います。
○こども政策課長（山﨑浩君） ちはま幼稚園のスクールバスについては 1回だけの運行とい
うことで、そういった借り上げバスという扱いになるかと思うんですけれども、そういったこ
とが運行できるところに御相談をした中で、見積もりをいただいて、 1年間バスを借り上げる
というような委託料というイメージを持っていただければいいかと思います。
それから、先ほどの遠距離通園児の支援費につきましては、こども希望課長のほうから御説

明いたします。
○こども希望課長（沢崎知加子君） この遠距離通園バスにつきましては、現在みかさ幼稚園
の園児について、原泉等から通園している子供たちのほうが公共のバスを利用しております。
その定期券等を購入している者の一部助成をしている制度でございまして、数名の園児が対象
となっております。
○委員（勝川志保子君） 51ページの 1番の、子ども・子育て会議の部分ですけれども、昨年
度実施したニーズ調査というのは、ことしじゃなくて昨年の調査ということですか。
○委員（勝川志保子君） 委託料の減ということなんですが、計画の策定をどこか委託出して
いるということですよね。
○こども政策課長（山﨑浩君） 冒頭ちょっと申し上げたように、昨年度というのは平成30年
度のことでございますので、ニーズ調査は平成30年度にやっております。ですので、ことしと
いうか、来年度予算だものですから、ちょっとわかりにくくて。
○委員（勝川志保子君） 今年度やっているということですか。
○こども政策課長（山﨑浩君） そうですね。
委託先については、サーベイリサーチセンターというところに入札をした結果、そちらが落

札されて、やっていただいています。内容的には、アンケート調査を作成しまして、それを 3,
000世帯に配付をしまして、回収してそれを集計をして、分析をするということでございます。
それが平成30年、 250万円の予算をいただいていると。
来年度は、同じことではなくて、今度はそのニーズ調査をもとに、今度の支援事業計画を策

定をしていくと。そういった策定の委託料になります。そういったことで、委託先等はもちろ
んまだ決まっているわけではございません。
以上でございます。

○委員（勝川志保子君） やっぱり無料化とかを控えていて、かなりのニーズが、ここのとこ
ろの半年後ぐらいで、親の意識みたいなものが10月からのところで変わっていっちゃうだろう
なというのはちょっと思っているところがあって、その辺の入れ込みが、ことしのアンケート
調査の部分と、来年の親の思いとかというところに少し差が出てこないかなというのがちょっ
と心配ではあるんだけれども、その辺、再調査ということはもう絶対ないですよね。
○こども政策課長（山﨑浩君） 再調査ということはございませんが、今回の調査の中に、無
償化になったときにどうしたいという希望もとってありますので、そういったものの分析、そ
れからほかの市町も同じような調査をやっていますので、ほかの市町の動向がどうかとかそこ
の辺も加味しながら、適切なニーズというか量を推計していきたいというふうに思っておりま
す。
○委員長（松本均君） 3世代の同居なんですけれども、これでいうとNo. 2のところに。 684万
5,000円が減になっている、補助金ですね、 3世代同居の。支援事業の補助金が 684万 5,000
円減額している中で、理由が、補正の30万円から20万円に減額しましたよというのかあるんで
すけれどもどうなんですか。。何で減らしたのかまず聞きたいと思うんですけれども。
○こども政策課長（山﨑浩君） 1つは、利用ケースは今年度が35件ということで、ある程度
利用件数はそこら辺で見込めるかなということと、あと、ほかの市の子育ての都市政策課のほ



うでやっている事業、子育て住宅のほうの補助金が10万円だものですから、少しそこら辺との
バランスをとったほうがいいのかなということ。
それから、新規にいろいろ事業を、ほかの事業もちょっとやっていくこともあって、全体の

中で少し見直しをさせていただいたということで御理解いただければと思います。
○委員長（松本均君） いっぱい応募が来て、全員に少しでも分けたいというような理由だと
いいんだけれども、ほかに回したよという理由はちょっと。順番減らして待っていたよとかい
うこと、なんかそういうふうに。しようがないのもわかりますけれども。
課長、お願いします。

○こども政策課長（山﨑浩君） もちろんそういったこともあるんですけれども、財源的に保
育士確保に回したいということと、それと過去 4年間の資料で、過去26年度から平成29年度ま
での利用者に対するアンケート調査を分析させていただきました。そうしたところ、この補助
制度が 3世代同居の後押しになったかということに対する答えというのが、51％、逆を言うと
半分は余り後押しになっていないというか、もともともうそういう予定だったよというような
ことかなということもありまして、少しこちらの費用部分を別のところへ少し充てさせていた
だいて、全体でもう少し子育て施策を展開していきたいということでございます。
○委員長（松本均君） それは51％もあるじゃないかと思っちゃうんですけれども、多いんじ
ゃないの。どうなんですか。いいですよ。減らして、ほかの課にあげるというのは理解もでき
ますしね。わかりました。
○委員（嶺岡慎悟君） 一般質問でもちょっと述べさせてもらいました。事項別明細書の 383
ページの上から 2番目にありますけれども、横須賀こども園の債務負担行為の限度額、限度額
なんでまだこれが下がるでしょうけれども、ぱっといきなり14億 8,900万てかなりの数字が入
ってきたなというのが正直印象なんですけれども、この内訳等を教えていただければと思いま
す。
○こども政策課長（山﨑浩君） 概略というふうに御理解いただければと思いますが、全体と
いうことでよろしかったですか。

〔「はい」との声あり〕
○こども政策課長（山﨑浩君） まず、用地の取得で 1億 6,000万円ほど見ております。それ
から、建物の附帯工事10億 5,000万円ほど見ております。それから、設計等で 6,000万円ぐら
い、ざっくりであれですけれども。基本設計とか造成設計とか実施設計とかで 7,000万円ほど
をみております。あと、造成が必要なものですから、造成のほうで約 1億円を見ているという
状況です。あと、その他は測量調査とか備品の購入とか、あと、建築工事の中で私のほうで漏
らしてしまいましたが、くい打ち工事、基礎杭ですね、そういったもので 2,000万円。それか
ら、外構で 6,000万円ほど見込んでおります。
○委員（嶺岡慎悟君） 財政のほうにいくかもしれないですけれども、 14億円、大体市の実際
の負担というのがどれくらい、ざっくりでも構わないんですけれども。一般財源が 383ページ
だと 7,700万円となっていますけれども、合併特例債とかいろいろ絡んできて。
○こども政策課長（山﨑浩君） 厚生労働省、それから文部科学省の補助金が合わせて 3億 1,
800万ぐらいですので、それ以外は合併特例債、それから市の一般財源というふうに御理解いた
だければと思います。
○委員（榛葉正樹君） 説明資料の52ページの 2番の児童福祉推進費の中で、保育士等就職応
援資金て 400万円ありますけれども、20万円掛ける20人分ということなんですけれども、新規
事業ということですけれども、何か先進事例は。こういったものがすごく効果があったとか、
理由もだったり。あと、この20万円という数字の根拠とか、あと意気込みでいいですけれども、
その辺を。16人足りないから20人分をつけるということだね、その辺の見込みというか。
○こども政策課長（山﨑浩君） まず、20万円の根拠なんですが、この制度のモデルとして、
実は県の社会福祉協議会が平成28年度からやっております奨学金とか、それとか就職準備金の
貸与制度がございます。就職準備金の貸与制度というのが、県の場合、基本額が20万円、それ
からプラス非常に保育士さんの有効求人倍率が高いということで、国のほうから認められても
う20万円プラスで40万円借りられるようになっております。市のほうは、県の基本額にあわせ
て20万円というふうにさせていただいたといったところでございます。
それから、20人の内訳というか実績というか、県の事業で就学資金、いわゆる奨学金のほう

を平成30年度に借りた方が 9人、それから平成28年度、平成29年度に借りた方が17人いらっし
ゃいます。就職準備金のほうも、潜在保育士たちの方ですが、平成30年度が 3人、それから平
成28年度から平成29年度で 2人掛川市内の方が利用されていますので、掛川市の方もそういっ
た形で借りられているということと、あと、昨年の秋にやった調査で16人不足しているという



ことで、なんらかの形でその16人確保できれば、受け入れの子供さんの枠も広がるものですか
ら、20人ということで設定をさせていただいたところでございます。
○委員（勝川志保子君） 52ページの 2のベビープログラムのところなんですけれども、同じ
額ということは、これは 1カ所だけということで広がりはないということですか。やれる人を
育てるとかそういう費用はまた来年度ついていないということなんですか。
○こども政策課長（山﨑浩君） 昨年の当初予算の説明をしたときも、勝川委員からそういっ
た事業をやらないのかというような御質問もありましたので、私どももそこら辺のことも頭に
入れていたわけですけれども。去年の秋に支援センターとか、あと、子育てサロンとかそうい
ったところに携わっていただいている方にアンケート調査をやったところ、全体で80％ぐらい
の方が、資格を取ってみたいとかというような回答ではありませんでした。ですので、もう少
し事業を地道にやって、あわせて周知活動もやって、認知をもう少ししていただいてから、フ
ァシリテーターの要請とか、今の段階ですと、やってもなかなか手を挙げてくれる方というの
は少ないのかなということもありましたので、平成31年度についてもことしと同じ規模で 3ク
ールの開催という予定をしております。

第３款 民生費、第４款 衛生費、第10款 教育費

〔こども希望課、説明 15:53～16:04〕

〔質 疑 なし 〕

○委員長（松本均君） 以上で質疑を終了いたします。
〔 休憩 16:05 ～ 16:11 〕

第10款 教育費

〔学務課、説明 16:11～16:21〕

〔質 疑 16:21～16:29〕

○委員長（松本均君） 学務課の中山課長、よろしくお願いいたします。
○委員長（松本均君） ただいまの学務課の説明に対する質疑をお願いいたします。
○委員（勝川志保子君） すみません、ちょっと確認なんですけれども、事項別明細書の 139
ページの小学校児童給食費自己負担分、中学校生徒給食費自己負担分、幼稚園も含めてですけ
れども。自己負担分のところというのは、個人ごとのところでは変動はないんですかね。消費
税の問題なんかも言及されていたんですけれども、この諸収入の部分のところは個人負担分の
1人当たりのところは変更はないですか。
○学務課長（中山弘一君） 給食費自体は消費税が上がっても 2％のプラスはないものですか
ら、現段階では給食費を上げる予定は、31年度はございません。しかし、やはり物価等に影響
してくると思いますので、その状況を見ながら、また、県内の各市町の状況を見ながら、給食
費を判断していくことになると思います。
○委員（藤澤恭子君） 59ページの 1番、小中学校一緒なんですけれども、このエアコンの電
気代金、空調設備電気代ですけれども、これはどういう試算、日数で何月だけ計算していると
か、何カ月分とか、ざっくりどれくらいの予定をされているでしょうか。
○委員長（松本 均君） 課長。
○学務課長（中山弘一君） 今のところ、 1日 8時間の 120日、 年間で960時間、稼働しよう
ということで算定しております。 8時間の内訳は 8時から16時になると思います。室温を28度
以下、冬は17度以上とすることを想定していますが、やはり自然相手なものですから、そのあ
たりで稼働日数が変動することがあるかなと心配はしております。
○委員長（松本 均君） 関連して。そうすると、何度以上になったらつけるとか、何度まで
にするとか、決まっているということですか。
○学務課長（中山弘一君） 学校環境衛生基準によって、夏は28度以下、冬は17度以上が望ま
しいと示されていますが、必ずしもではありません。学校のそれぞれの状況によって、部屋も
やはり一番上の階のほうが暑いと言われていますので、あとは左右の妻側の壁についたほうが
部屋が暑くなるとか、通風とか、そういったことにも関係しますので、学校毎大分変ってくる
とは思います。基準がありますので、学校のほうにもその基準はお知らせはしてあります。
○委員長（松本均君） これ、電気料を大体一つの学校 100万円ずつの電気料の計算になるの
かなと思うんですけれども、前年まで大体 300万円ぐらいの、一つの学校ですよ。おおよそ 3
00万ぐらいの予算行っていますと思うんですけれども、今回 100万円プラスという、 400万円
の計算になりますけれども、 100万円で大丈夫なのか。
○学務課長（中山弘一君） 先ほど申したように、非常に不安な部分です。気候にもよるし、



実際やってみるとどうかということもあります。また、冬も先ほど17度と言いましたけれども、
学校現場に行ってみますと、やはりインフルエンザ等の蔓延等を気にして、結構学校では窓を
あけていたり、換気のことを気にしているものですから、実際、その換気をして、また閉めた
りしたとき、部屋の温度が一気に下がったりするということもあると思いますので、 1年間や
ってみないとわからないというところもあって、非常に心配をしております。
○委員（嶺岡慎悟君） エアコンは、まず私の母校も、完了したということで、大変早い工事、
ありがとうございます。もう結構完了しているところもあるようですね。
ちょっと予算の関係になるのでここで質問させていただきますけれども、予算で言うと60ペ

ージの上の 2番の施設管理費に当たると思って、質問させていただきます。ちょっと学務課の
内容じゃないとも思われるかもしれませんけれども、来年度、夏休みのプール開放がなくなる
ということで、試行的になくなるということで聞いていますけれども、それに当たってやっぱ
りプールに子供たちが少しでも行けるようにということで、例えば大東プールだったり、安養
寺プールもそうですけれども、そのプールの無料券だったりとか、そういったのはここの60ペ
ージ 2番の施設管理費が少し浮くんじゃないかなというところもありますので、そういう何か
しらの対処もしてもいいんじゃないかなと思っていますけれども、そのことについてもし考え
ていることがあれば。
○学務課長（中山弘一君） 確かに、プールの循環器とか、プールの水の補給等がなければ、
予算がある程度は余裕が出てくるということも想像されますけれども、今のところ、施設管理
している部門としては、そのような手だてをしようという考えは持っていなくて、予算にも盛
り込んでいないという状況です。
○委員（嶺岡慎悟君） 検討してください。
○委員長（松本均君） 検討をお願いしたいということです。

第10款 教育費

〔学校教育課、説明 16:30～16:37〕

〔質 疑 16:37～16:41〕

○委員長（松本均君） 学校教育課の杉浦課長、よろしくお願いいたします。
○委員長（松本均君） ただいまの学校教育課の説明に対する質疑をお願いいたします。
○委員（勝川志保子君） ちょっと確認ですけれども、66ページの部活動の指導員配置事業費
というのが項目は変わったということなんだけれども、今年度のところについているのは、部
活動指導員謝礼というところがこっちの部活動指導員配置事業費というところに変わったとい
うことですか。
○学校教育課長（杉浦雅美君） 細々目を新たに起こしたため、その関係で皆増という表現に
なっています。
○委員（勝川志保子君） 今年度の部分で 561万 6,000円ついていたところが 507万 3,000円
になったという、そういうことですか。減ったということなのかな。
○学校教育課長（杉浦雅美君） すみません、報酬から賃金に変わったということで。
○委員（勝川志保子君） 本年度から来年度に向けての予算の増減のところがちょっとよくわ
からないんだけれども。
○委員長（松本均君） 前年と対比して減っているよと、そういうことですよね。
○委員（勝川志保子君） そう。本年度予算についている額より減っているよということでい
いのかなということ。
○学校教育課長（杉浦雅美君） 昨年度の予算を立てた時点では、日数であるとか、その単価
がちょっと曖昧な部分がありまして、今年度は時間数とか単価がきちんとしましたので、見か
けはこう減っているように見えるという感じです。
○委員長（松本均君） わかりますか。
○委員（勝川志保子君） うん、わかるような、わからないようなですけれども、はい。
○委員長（松本均君） すみません、今のはちょっと僕にはわからないですけれども。見かけ
が減っているように見えるのがちょっとよくわからないですけれども。
お願いします。

○学校教育課指導主事（山本加代子君） 30年度は国の予算が出る前の段階での時間数のお願
いだったわけです。それで少し多目にお願いをしたんですが、来年度はもう時間数が確定しま
したので年間どのぐらい部活動指導員に入ってもらうかという時間が決定しているため、その
時間で要求をしました。ですから、今回少し減っているという形になっています。
○委員長（松本均君） 確定したのね。わかりました。よろしいですね。



第10款 教育費

〔社会教育課、説明 16:42～16:54〕

〔質 疑 16:54～17:04〕

○委員長（松本均君） 社会教育課の戸塚課長、よろしくお願いいたします。
○委員長（松本均君） ただいまの社会教育課の説明に対する質疑をお願いいたします。
○委員（勝川志保子君） 67ページの 1のところの小中一貫の教育委員会内での調査研究の部
分なんですけれども、どうもよくわからない、これ、社会教育課の予算になっていて、教育政
策室がと言っていましたよね。これって何か言っていることがよくわからないんですが、どう
いうふうにどこが責任を持って、どういう仕事は誰がやっていくのかがちょっと見えないんで
すけれども。
○教育部長（榛葉貴昭君） 実際にこの小中一貫の関係を行っているところは教育政策室です。
政策室は、事業予算を持たないという建前があるものですから、室として予算科目を持ってい
ません。そのため、便宜上といいますか、形式上、社会教育課のところに入れて教育政策室が
この社会教育課のところにある予算を執行します。先ほどの学校教育課のところで冒頭説明し
ました「かけがわ教育の日」、教育政策室が実際には事業を執行するんですけれども、予算的
には学校教育課の科目のところについています。
そういう意味でわかりにくいところがありましたが、来年度は教育政策課で執行するように

なるものですから、教育政策課の予算として実際の事業を執行する部署と予算科目があるとこ
ろが一致するようになります。
○委員（勝川志保子君） もう一つ、同じところで。何か調査研究を大学とかに委託を出すよ
うな話がちょっとそこの部分でありましたけれども、もうそれは具体化して、どこの大学の誰
のところという計画までもうできているんですか。
○教育部長（榛葉貴昭君） 今、まだ具体的にどこということは決まっておりません。大学に
なるのか、あるいは、専門機関のようなところがいいのか、まだ検討しているところで、職員
レベルで研究するだけでなく、必要に応じてですけれども、専門的な知見によるいろいろなア
ドバイスをいただければと考えています。それから、今回行います基礎調査というのは、いろ
いろな学校の建築の経済比較や、土地利用、あるいはスクールバスの仕様、今後の子供の数、
そういったことも含めながら、総合的に考えたいと思っております。そういった基礎的な情報
の収集や、分析を委託できるところがあればと考えていますが、まだはっきり決まっているわ
けではありません。
○委員（嶺岡慎悟君） 69ページの 4番のインターネットパトロールなんですけれども、大変
期待したいところですけれども、これについてもう少し詳しくというか、なかなか掛川市の子
供限定だったりという形で考えるんじゃないかなとは思うんですけれども、そのあたりなかな
かインターネットの中で把握も難しいですし、これがどういった委託でどういった計画なのか、
もう少し詳しいことをお聞きできればと思います。
○社会教育課長（戸塚和美君） こちらは、まずインターネット、子供たちがとりわけ使うの
はやはりＳＮＳですね。いろいろなＳＮＳを使って、そこから誹謗中傷が出たりとか、犯罪に
巻き込まれるような事件に発生することが考えられます。現在でも学校の先生方にも子どもた
ちのインターネット上でのやりとりのチェックをやっていただいたりとか、我々も同様なチェ
ックをしてはいるのですけれども、その時間を費やすことができないのが現状です。そういっ
た調査等を行う専門業者に委託し、その委託の方法としましては、ロボットによる機械的な単
語で情報収集をまずやっていくのと、それから、目視で、スタッフが何人かつきまして、特定
の学校、例えば「東中」、「桜中」などの略校名や、子どもたちの間で使われている隠語とい
うわけじゃないですけれども、そういった言葉を悉皆的に調べて出していきます。そこで、怪
しいものが引っかかってくる場合には、学校や、もちろん社会教育課にも連絡していただいて、
対応をしていくという形になります。けれども、具体的にどのように対応していくかや、どの
ように学校と連携していくかというのはまだ決まっていないので、早い段階でそういったとこ
ろを決めていきたいと考えております。まだ予算的にも潤沢についていると言えないものです
から、来年度の成果を見ながら、再来年度以降になりますけれども、もっとより充実させてい
きたいと考えております。新聞ざたになるような事案とか事件に発展しないように水際の部分
で対処していきたいと考えております。
○副委員長（榛村航一君） 関連で、掛川市内だと中学生でＳＮＳをやっているというのはど
のくらいのあれというようなのはわかっていらっしゃるんですか。何か何％ぐらいの生徒がや
っているみたいな。



○社会教育課長（戸塚和美君） すみません、その辺までは正直まだちょっと把握はできてお
りません。またしっかり調べて報告させていただきます。
○委員（藤澤恭子君） これは児童生徒にもインターネットパトロールしていますよというこ
とは警告して、警告と言うのかな、伝えていきますか。
○社会教育課長（戸塚和美君） パトロールを実施していくことによって抑止にもつながると
思うんですよね。どこかで誰かに見られているということがあるものですから、その抑止につ
なげるという意味では、公表していくようになります。
○委員（勝川志保子君） 69ページの 5の放課後子ども教室の部分ですけれども、これも今社
会教育課のところにあるのが来年度のところでさっき言った教育政策室に移る、主管が移ると
いうことですかね。
○教育部長（榛葉貴昭君） 社会教育費のこの部分については教育政策課が執行するというこ
とです。
○副委員長（榛村航一君） 71ページ、72ページで、横須賀城と高天神城の今度計画をつくっ
ていくよということなんですけれども、その同額で計画をつくると、来年にはそれも実施計画
という形で、これよりゼロがもう 1個多いぐらいの予算がついて、実際本格的に整備をしてい
くというような部分になっていくと考えてよろしいでしょうか。
○社会教育課長（戸塚和美君） 整備計画を見直して、その後、国に整備工事内容を申請し、
その申請内容の審査、受理等の手続きを経て国等の補助金をいただき、工事等が実施できると
いうようなプロセスを経なければならないため来年度見直しを行い、翌年度すぐ工事が実施で
きるということはまずあり得ません。それと、注意していただきたいのは、 3つの国指定史跡
を今掛川市は抱えています。高天神、横須賀、それから和田岡です。現在、和田岡古墳群の大
塚古墳の整備を行っている途中で、それに加えて他の史跡整備に国等の予算をつけていただく
ということは非常に厳しい状況です。ですから我々としましては、そういった間どうしても整
備が進まないところが発生してしまう、その間手つかずで何もしていかないというのは忍びが
たいものですから、その間でもできることを考えていくということで、予算がつかないからで
きないということではなくて、全く予算がないというわけでなないため、限られた予算の中で
やれることを考えていきたいということをこの計画の中に盛り込んでいきたいと考えておりま
す。

第10款 教育費

〔図書館、説明 17:04～17:09〕

〔質 疑 17:09～17:14〕

○委員長（松本均君） 図書館の奥野館長、よろしくお願いいたします。
○委員長（松本均君） ただいまの図書館の説明に対する質疑をお願いいたします。
○委員（勝川志保子君） 74ページの 2のところの図書の購入費ですけれども、結局、その基
金からの繰り入れが減ったよということなんだけれども、それでもやっぱり何かこの減額して
いくというのが図書購入費をそうせざるを得ないのかなというのがちょっと何か、やっぱり意
気込みとして、そこのところは減らさないというようなのって掛川市って持てないのかなとち
ょっと思ったんですね。どうでしょうか。
○図書館長（奥野寿夫君） そうですね、確かに本当になるべく維持したいという気持ちもあ
りますけれども、全国的に今図書館の資料費が減額される傾向がありまして、全体の予算の中
でそういう状況もあるかなと思います。掛川市の場合は、大東図書館を建設する際に、大東図
書館の建設費の基金の積み立てがあったものですから、そこから大東図書館を建設する際の資
料購入分を主に充てるというということで繰り入れをしておりましたけれども、だんだん基金
の残高も減ってきたものですから、なるべくそちらも残しておきながらということで、今回は
全体の中でやむなく減額という形でしていきたいと思います。
資料費は減っているんですけれども、図書の貸し出しは、平成29年度で、市民 1人当たりの

貸し出しが県下で 3番目ぐらいで、非常に多くの利用があるので、少ない資料費でも活用して
いきたいと思っています。
○副委員長（榛村航一君） ちなみに、今その補足というか、関連で、やっぱりこの 100万円
減ると、蔵書的には何冊ぐらい違うんですか。
○図書館長（奥野寿夫君） 1冊1,000円としてだと 1,000冊です。
○副委員長（榛村航一君） 結構私が聞くのが最近、掛川の蔵書は何か専門書がちょっと少な
くなってきているねというような意見を僕はたまに聞くんですけれども、そういう傾向ってあ
るんですかね。 特に建築の人から聞きますよね。



○図書館長（奥野寿夫君） 専門書も、一般の皆さんに読まれるような本も調整して購入する
ようにはしていまして、そういった専門的な本も購入するようにはしていますけれども、専門
家の方から見て足りない点があれば、また参考にはしていきたいと思います。ありがとうござ
います。
○委員長（松本均君） よろしいですか。
ちょっと予算というよりは、大東図書館に、松本亀次郎先生、周恩来元首相のろう人形をい

ただきましたので、図書館フェスティバルを中央図書館だけで行うと、どうしてもほかの 2つ
の図書館は薄くなっちゃうというか、松本亀次郎先生もそうなんですけれども、なかなか浸透
しないというか、せっかくいいものをいただいても、ほかの地域というのはなかなか伝わらな
いような感じがするものですから、例えばこの間石野さんから本をいただいた、中学校ぐらい
のああいったものをもう少し広めていただくだとか、せっかくいただいたものですから、大東
地域だけでなく市全体にうまく伝わるように、活用できるように何とかならないかなと思うん
ですけれども、そういった企画が何かありますでしょうかね。
○図書館長（奥野寿夫君） そうですね、今、特に企画はないんですけれども、確かにこうい
った機会でありますし、もちろん松本亀次郎氏に関するＤＶＤとかですね、石野先生がつくら
れた本ですとか、それは 3館にもちろん備えていますけれども、どうしても大東は地元という
ことで中心になりますが、ちょっとどういうことができるか考えていきたいと思います。
○委員長（松本均君） またお願いしたいと思います。
○委員長（松本均君） 以上で質疑を終了いたします。

〔討 議〕
○委員（勝川志保子君） 予算をこう立てていくので、皆さん一生懸命考えられて、きちんと
した予算を立てているというのはわかるんですけれども、文教厚生の関係の部分というのは本
当に福祉費だとか、教育費だとか、子供たちのことであったり、高齢者のことであったり、本
当に大事にしなきゃいけない予算の部分で、やっぱりそれが本当に何か市民ニーズに応えられ
る予算になっているかというと、私は、やっぱりおとといあった保育のおはなし会なんか出て
みても、本当に切実なんだけれどもそこに応え切れていないというところってたくさんあると
思うんです。組みかえ要求まで自分ができる力なんかないんだけれども、例えばですよ、認可
園の建設というのが本当に今一番先に来なきゃいけなくて、そこにすごい金額をやっていくこ
とが優先順位として正しいのかって、本当の認可園、保育園が欲しいよというところの足らな
いところへの施設整備とかというのがもっと優先されなきゃいけないところはないのかと。こ
こに載ってこないような予算の部分で、体育館へのエアコンとかの検討であるとかね、そうい
ったものをもっとやっぱり考えていかなきゃいけないんじゃないか。ここに出なかったような
ところでも何か大丈夫かなというところがたくさんあるというのが自分の思いとしてあります。
○委員長（松本均君） 今の意見について、どなたか、私はこう思うというのがありましたら
お願いしたいと思います。
○委員（嶺岡慎悟君） 本当に、御意見としても納得できるところも多々ありますし、もちろ
ん全てが全てできないという、それをわかりながらの御発言だとは思いますけれども、その中
で一生懸命組みかえていただきながら予算ができ上がっている中で、確かにいろんなおととい
のお話の中でもまだ足りない部分、たくさんあるかと思いますので、そのために私たちも一歩
ずつというか、委員会をやっていかなければいけないなというこの再確認した予算でもありま
した。
○委員長（松本均君） やっぱり、いろんなことをやりたい、財源のある中でやるというもの
もあるんですかね、順番がどうしてもついちゃうなというのはわかります。言い続けていかな
いとなかなかいろんな部分には大変かなというふうに思います。
○委員長（松本均君） 以上で討議を終結いたします。

〔討 論〕
○委員（勝川志保子君） 先ほどの討議の中で言ったように、やっぱり本当の優先順位と少し
違いませんかというものが多々あります。保育、学童保育、教育費のあたりであるとか、国保
への繰り出し、介護保険への繰り出しとかというのも、個別の部分でもやっぱりちょっとこれ
は優先順位が違いませんかという思いがあるので、全面的に賛成ということはできません。
○委員長（松本均君） それについていかがでしょうか。
○副委員長（榛村航一君） 嶺岡委員が言われたとおり、確かに優先順位だとか、そういった
ところでそれぞれここに思うところはあるんだとは思いますけれども、私の中では、今回の当



局の丁寧な説明を聞きましても、この限られた財源の中でしっかりとした予算を組んでいただ
いていると思います。今後は、それに対して己をしっかりその当局が予算組みしたものが執行
されていくというのをしっかり委員会としてもウオッチしていく必要があるのではないかなと
いうふうに思います。ですから、この予算に関しては、私の中ではこのとおり進めていただく
のがよろしいのではないかなというふうに思います。
○委員長（松本均君） 以上で討論を終結いたします。

〔採 決〕
議案第 1 号 平成31年度掛川市一般会計予算について

賛成多数にて原案どおり可決

○委員長（松本均君） 本日はこれにて延会とする。

延会 〔 17:20 〕



８－２ 会議の概要

平成31年3月12日（火）午前９時27分から、第 2委員会室において6名の委員出席のもと再開。

〔 9:30 ～ 11:48 〕
１）付託案件審査

②議案第２号 平成31年度掛川市国民健康保険特別予算について

③議案第３号 平成31年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計予算について

④議案第４号 平成31年度掛川市介護保険特別会計予算について

⑤議案第17号 掛川市保育士等就職応援資金貸与条例の制定について

⑥議案第24号 掛川市国民健康保険税条例の一部改正について

⑦議案第25号 掛川市介護保険条例の一部改正について

⑧議案第31号 掛川市立学校設置条例の一部改正について

②議案第 2号 平成31年度掛川市国民健康保険特別予算について

〔国保年金課、説明 9:30～ 9:43〕

〔質 疑 9:43～10:03〕

○委員長（松本均君） 国保年金課の佐野課長、よろしくお願いいたします。
○委員長（松本均君） ただいまの国保年金課の説明に対する質疑をお願いいたします。
○委員（嶺岡慎悟君） 事項別明細書の18ページ、19ページ、確認のためということでお伺い
したいと思います。
下側の繰入金、上の一般会計もそうですけれども、基金を繰り入れの金額 1億 5,000万円と

かなりの金額が昨年度に比べてふえているなということで、先ほど御説明あったように定年の
延長だったり、若年層が減ったとかということで収入も減っている中で、繰り入れが、貯金を
切り崩したということになるかと思いますけれども、この傾向に関して、これから来年度、再
来年度同じような結構これ一気にふえたなという印象はありますけれども、どういう予想をし
ているかということをできればお伺いしたいと思います。
○国保年金課長（佐野孝芳君） 嶺岡委員からの御質問のとおり、先日のこの委員会の勉強会
でもお話をさせていただきましたが、国保財政は非常に厳しい状況にあります。一番初めに説
明させていただいたとおり、被保険者数は景気の動向もあり、社会保険への変換が進んでおり
まして、被保険者数は大きく減っております。特に若年層の所得のある方の減り方が大きいと
いうことで、今回税のほうも大きく減る見込みです。歳出の納付金で説明しましたとおり、医
療費につきましては被保険者数が減っているものですから、医療費分の納付金はほぼ横ばいと
いうよりも今回 300万円減っている状況なのですが、後期高齢者と介護保険への負担が非常に
ふえている状況にあります。
ということで、税を納めていただく被保険者数が減っていて、納めなければいけない納付金

がふえている状況にありますので、来年度につきましても国保の運営協議会で税は据え置きと
いうことで諮問を受けまして、税率については据え置きで計算をさせていただいております。
このような状況でいきますと、基金の取り崩し、それから一般会計の繰り入れで補塡をして運
営をしないといけないという状況になっております。
平成32年、平成33年と行くに当たって、今、基金につきましては 6億円弱あるものですから、

もう一年、来年度につきまして、税を上げるか基金の取り崩し、一般会計の繰り入れで対応で
きるかという相談を内部で市長等とも協議をさせていただいている状況です。ですので、来年
度、このまま行けるかどうかというのは今の段階ではちょっと見えないところですが、何とか
上げるのは極力少なくして対応していきたいとは考えております。
ただし、先日、委員会の勉強会でもお話しさせてもらいましたとおり、静岡県が将来、国保

税をどういうふうにしていくかという検討の答えが出る期間が32年度末になります。そこで県
下統一というようなめども見えてくる可能性もありますので、そこら辺については注視しなが
ら行きたいと思っております。
以上です。

○委員（勝川志保子君） 33ページの 4のところです。予算額がことし大幅に多くなったのは、
昨年度は県の試算に基づいて予算立てをして、それが結局足らなくなったので、ことしは市の
推計に戻したよということなんですが、この県の試算というのはどういう形で県が出してきて
いて、この試算というのは、ことしも県としてはこれだけとかという額の表示みたいなのがあ
ったんですか。



○国保年金課長（佐野孝芳君） 昨年度、広域化の 1年目ということで各市町が非常に戸惑っ
ておりました。ということで、昨年度は県の納付金を集めるために医療費をこれくらいと見込
んで納付金を決める初年度だったものですから、県の試算がありました。去年はその県の試算
でとりあえず予算を組んでみましょうということでそのまま予算を組んだところ、先日の 2月
補正のときに 4億 2,000万円の増額をさせていただいた補正をさせていただきました。これは、
掛川市の医療費の伸び率が県下 2番目を示しているという状況にありまして、県の平均よりも
大分超えた医療費がかかっていたことが原因で上乗せになりました。
ことしも県が納付金を計算するに当たりまして医療費から推計をしているものですから、被

保険者数などで割り返して示していただくことは可能かと思うんですが、ことし県は各市町の
医療費の見込みを示してきておりません。ですので、本市は昔ながらやっていた方式で予算の
計上をさせていただきました。これについては歳入の県の調整交付金のほうで全額入ってくる
ものですから、そのまま歳入も同じ金額が乗せてあります。補正のときにもお話しさせてもら
ったとおり、これを大きくしたことによって一般会計から繰り入れないといけないとか、税を
見直さないといけないとかということは、これによってはないということになります。
○委員長（松本均君） 説明書の19番、保健事業費なんですけれども、人間ドックの利用に 1
万 5,000円の補助を出す事業ですが 3,400人の見込みで良いのかどうか。今まで何人ぐらいの
実績がありますか。
○国保年金課長（佐野孝芳君） 3,400人分の予算は平成29年度からですが、平成29年度の実
績が 2,792人です。ことし、平成30年度の見込みは 2,850人程度と見込んでおります。ですの
で、平成31年度予算も 3,400人分を取らせていただければいけると考えております。
○委員長（松本均君） それで、その下の説明のＡＩを使った性格等の分析というのがあるん
ですけれども、これどういった内容なのかちょっとお伺いしたいなと。
○国保年金課長（佐野孝芳君） これにつきましては、健康づくり課に執行委任しております
ので、健康づくり課からお答えしたいと思います。
○特定健診係長（桑高裕子君） 昨年度、業者が見えられていろんな受診勧奨の方法を伝授
してくださっているんですが、今年度にはちょっと間に合わなかったので、次年度ということ
で検討させていただいたものになります。今までの受診傾向ですとか、受診した後の要医療に
なった方とかの受診行動を分析しまして、ちょっとこの方は心配性の傾向があるとか、この方
は頑張っていても報われないというか、そういう思いがあるとか、健診自体に無関心だという
ような 4パターンぐらいの性格に分かれるというようなお話でして、その 4パターンに分かれ
た内容で、心配性の方にはそんなに心配させないような受診勧奨のお手紙を出すというような、
内容を変えて出すというものになっています。ほかの自治体ではがん検診などでそれを実際に
実施していて受診率 5％アップしたという事例もありますという御提案でしたので、少し今ま
での電話勧奨とは違う方法で受診勧奨をしてみようという企画です。
○国保年金課長（佐野孝芳君） 先ほども説明させていただいたとおり、特定健診の受診率は
36％程度で、掛川市は伸び悩んでおります。国の目標は70％と非常に高いわけですが、市の目
標は少なくとも県の平均以上、それで40％を超えるぐらいには持っていきたいということの中
で節目年齢の自己負担を無料化、それとこのＡＩを使って効果があるかどうかというのはまだ
未知数な部分はありますが、少しお金をつけさせていただいていろいろやってみて、効果が上
がればと考えております。
また、こんなものがどこかであるよということがあれば、いろいろ御提案をいただければ検

討、採用しながら特定健診の受診率アップを図っていきたいと思いますので、御協力をよろし
くお願いしたいと思います。
○委員（勝川志保子君） 37ページの18のところです。その人間ドックの部分のところで、節
目年齢の無料化ということですけれども、これどういう形で、無料ですよというような通知が
行くという形なんですか。
○国保年金課長（佐野孝芳君） こちらにつきましても健康づくり課に執行委任しております
ので、健康づくり課で答弁いたします。
○特定健診係長（桑高裕子君） こちらは平成32年 3月31日現在で、40歳、50歳、60歳、70歳
になる学年の方々に無料の通知を送らせていただきます。受診票に無料という表示をさせてい
ただいて、医療機関ではお支払いなく帰っていただけるという形にしたいと思っています。
○委員（勝川志保子君） 70歳で切っちゃったのには何か理由があるんですか。後期高齢者に
なったらもうやらないということですか。
○特定健診係長（桑高裕子君） お試しですので、その 4学年に限ってということです。ちょ
うど40歳の方、50歳の方、60歳の方、70歳の方ということで、人数もありますし予算もありま



すので、次年度はその学年で少しお試しでやらせていただくことになっています。
○委員（榛葉正樹君） 37ページの20番の医療費適正化対策の主な予算の (3)の後発医薬品差
額通知ですけれども、その効果といいますか、何か実績等があれば。
○国保年金課長（佐野孝芳君） ジェネリック医薬品の効果ですが、今手元に数値のほうは持
ち合わせておらないわけなんですが、効果分析が非常に難しいということで、これをやったこ
とによってどれくらいというのが非常に出しにくいわけですが、そのまま生数字としましては
毎年 400万円から 500万円ぐらいは効果があると。全体としてそれに附随して減っている部分、
ＰＲをすることによってドクターも後発医薬品に切りかえるとかということの中では、年間で
2,000万円とか 3,000万円の効果があると見込んでいる状況です。ですので、具体的にこの薬
を変えたことによって幾らというのは非常に小さい数字になってしまうんですが、効果という
のは非常に大きいと考えています。
また静岡県西部地区は医薬分業が進んでいるのも大きく影響しているわけですが、ジェネリ

ックへの切り替えが進んでいるというような報告をいただいております。
○委員長（松本均君） 以上で質疑を終了いたします。

〔討 議〕
○委員（勝川志保子君） いろんな場所で何度も何度も言っているような部分なんだけれども、
今回、国保税の値上げはない、条例の改正はないということなんですけれども、やっぱり本当
に高過ぎて払えない国保になっていて、実際に滞納していることで資格証明書とか短期保険証
しかもらえないという方が何％か存在し続けているということも実際にあるわけで、そうなる
と本当にお医者さんにかかるのをためらう、収税の相談に行かない限りちょっとお医者さんに
かかれないとしたら、行きにくいという状態をやっぱり全国的にもつくり出していて、本当に
医療にかかるのがおくれて亡くなる方とかという事件が報道されていますよね。制度自体が破
綻しているものだから、市が悪いとかという問題ではないとは思うんだけれども、でもやっぱ
り何かこの制度が変わっていかない限り市の法定外繰り入れを厚くしていく、いろんな形で何
とかそういう人がいなくなる方向を探るしかないような気がするんです。
先日の一般質問の中でも子供たちの均等割の部分だけでもせめてどこかから、保険者の方た

ちに負担がいかないような形で、そこに何かの形のお金が入る方法を探るべきじゃないかとい
うふうに思っているんですけれども、特に均等割の部分というのは、家族の人数がふえるとど
んどん国保税が上がっていっちゃってという国保だけが持っている不思議な制度で、家計の負
担がふえているのに税金が上がるという本当逆転しているものになっちゃうわけで、そこに対
して市がどういうふうに手を差し伸べられるかという議論をやっぱりちょっと文教厚生委員会
の中でもしていかないといけないなという気がする。
ここの予算書のところに出てくるわけではないんだけれども、そういうふうに感じています。

○委員長（松本均君） 今の意見についてこう思うという方、いらっしゃいましたら。
○委員（嶺岡慎悟君） その子供の均等割の件は、ぜひともと私も本当に思っております。本
当に子供がふえればふえるほど負担がふえるというほかではない状況というのがあります。こ
の前もちょっとお聞きはしましたけれども、他市では特に中心に 2人目 3人目というところで
やっているところが多いと伺ってはいますけれども、ぜひそういった形がこれから県のほうに
先ほど平成32年に話が出てもっと先だとは思いますけれども、これからこの予算の状況もかな
り逼迫しているというのは見てとれるところではありますので、さらに県とうまく一緒にやっ
ていかなければというような、県に早くやってもらいたいというような思いを再確認しました。
○委員長（松本均君） 以上で討議を終結いたします。

〔討 論〕
○委員（勝川志保子君） ここの今の説明のところということよりも、やっぱり保険料の徴収
のシステムであるとかというのを変えないで予算組みがされているというところです。それが
国保の特別会計のほうに入っているということで、この状態での運用というのは私は市民の安
心・安全という部分で賛成することはできません。
○委員長（松本均君） 確認しますけれども、国保全体のシステムについては反対だよとい
うのはよくわかるんですけれども、今回の予算についてはそれも含めて反対だよということで
すか。
○委員（勝川志保子君） そうです。もうそういう歳入歳出予算になっているものですから。
○委員長（松本均君） 以上で討論を終結いたします。



〔採 決〕
議案第 2 号 平成31年度掛川市国民健康保険特別会計予算について

賛成多数にて原案のとおり可決

③議案第 3号 平成31年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計予算について

〔国保年金課、説明 10:04～10:10〕

〔質 疑 10:10～10:17〕

○委員長（松本均君） 国保年金課の佐野課長、よろしくお願いいたします。
○委員長（松本均君） ただいまの国保年金課の説明に対する質疑をお願いいたします。
○委員（勝川志保子君） 40ページ 5のところの人間ドックの助成金費のところで確認をお願
いします。
中東遠総合医療センターだけから、いろんなところにふやしたことによって人数がふえてい

るということなんですが、中東遠総合医療センターに対して何でほかのところに行きたいと考
えているかの検証をされているのか。
○国保年金課長（佐野孝芳君） これにつきましては国民健康保険ではこの医療機関でやって
おりまして、75歳の後期になったときに中東遠総合医療センターだけだったわけです。やはり
継続して同じ医療機関でデータを継続したいという希望が非常に多くありまして、国保と同じ
医療機関にお願いをしまして、受け入れ可能な機関がこの 4医療機関だったということです。
国保と同じ医療機関を定めているということで御理解いただきたいと思います。
○委員長（松本均君） 以上で質疑を終了いたします。

〔討 議〕
○委員（勝川志保子君） 最初の経営方針のところで述べた部分で、やっぱり思いがあるわけ
です。収納率の向上や滞納者への適正な債権処理に努めていくんだと、とにかく納めてもらう
んだという姿勢ですよね。けれども、本当、後期は結局年金からそのままぽんと取られちゃう
じゃないですか。年金自体の額が非常に少ない中で取られてしまうという制度自体がもう本当
にこれで大丈夫なのというものをすごい感じるんです。この上に滞納に対してそれが引き落と
せない場合にもっと迫ってくるということになったときに、それでいいのというのがこれも制
度的に本当破綻しているでしょうと国保と同じでということを感じます。特に後期高齢者の場
合には非常に厳しい生活をされている方が多いので、こういう経営方針で行ってしまっていい
のかという思いがあります。
○委員長（松本均君） その意見について何か委員間の中でございますでしょうか。
○委員（藤澤恭子君） おっしゃること本当によくわかります。すごく苦しんで生活されてい
る方々もたくさんいらっしゃいますし、国保年金課としては適正な債権処理に努めるというと
ころもわかりますし、じゃどうしたらいいのかなというところが本当にしっかり詰めていかな
ければいけないし、このままの体制で国の方針というか、それに従い続けているのがいいのか
どうかということを多分、勝川委員はおっしゃっているかと思うんですけれども、やっぱり一
人一人を大切に思うということは本当に必要だと私も思ってはいますけれども、これはこれで
もう今のところ今回のこれは仕方がないかなというところもあります。
○委員長（松本均君） 以上で討議を終結いたします。

〔討 論〕
○委員（勝川志保子君） 先ほども言いましたけれど、だから分担金の徴収が県になっている
ような段階でどうこうということはできないかもしれないんだけれども、でもやっぱり私は何
かの形で一般会計からの繰り入れとかを厚くするとかをして、この後期高齢者に対しても手が
もっと差し伸べられるのではないか。やっぱりこの経営方針で行くことには反対です。
○委員長（松本均君） 確認しますけれども、国保年金課が書いた経営方針について反対です
よということか。
○委員（勝川志保子君） 市の後期高齢者特別会計に挑む姿勢として反対します。
○委員長（松本均君） そういうことですね。わかりました。
○副委員長（榛村航一君） 藤澤委員が言われたとおりだと思います。勝川委員が言われてい
ることもよくわかりますけれども、その相互扶助というところにおいては、それ相応の負担を
してしっかりみんなで取りこぼしのないようにしていくと、それがＳＤＧｓ、今回一般質問で
いっぱい出てきましたけれども、ＳＤＧｓの考え方であると思いますので、こういった制度の
中で今、苦肉の策で予算をしっかり組んでいただいていると思いますので、私はこの後期高齢



者の特別会計の予算に関しては承認するべきというふうに思います。
○委員長（松本均君） 以上で討論を終結いたします。

〔採 決〕
議案第 3 号 平成31年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計予算について

賛成多数にて原案のとおり可決

④議案第 4号 平成31年度掛川市介護保険特別会計予算について

〔健康長寿課、説明 10:34～10:51〕

〔質 疑 10:52～11:22〕

○委員長（松本均君） 健康長寿課原田課長、よろしくお願いいたします。
ただいま健康長寿課の説明に対する質疑をお願いいたします。

○委員（勝川志保子君） 幾つかあるんですけれども、事項別明細書 138ページ徴収費の賦課
徴収費、19ページの 2の項目の増減理由の説明欄にある仮徴収変更を実施するというこれはど
ういう意味になりますか。
○保険給付係長（名倉聖二君） 仮徴収費の実施をするための増というのは、 3年実施計画、
今回第7期ということで平成30年度から32年度まで 3年間の実施期間において初年度の30年度は
仮徴収額を実施ないんですが、平成31年度と平成32年度の 2年間については仮徴収額を実施し
ます。この仮徴収額は、金額を年金から引かれている方については、前年度の所得の増減によ
って介護保険料の増減をなくすための平準化をすることで、ことしの 5月頃に年金対象者に対
して実施する作業となります。この仮徴収に伴い印刷費、郵送費等の金額が増額するというこ
とになります。
○委員長（松本均君） わからないですね、もう一度、わかりやすく説明してください。
○健康長寿課長（原田陽一君） 所得が増減した場合に、介護保険料が変更し、ふえたり減っ
たりする。それをできる限り、差が無くなるように平準化する中で負担が一気にふえたり減っ
たりしないようにするための方策が仮徴収です。従って、トータルの納付額は一緒なんですが、
前半に多く納めていただいて、後半に少ない納付ではなく、できるだけフラットに近づくよう
な形で、年度内で調整をさせていただく方式です。
○委員（勝川志保子君） 次のページの20ページのところの介護認定の審査について、21ペー
ジにかけて行われていく作業の中で、認定申請をしてすぐに期限内にちゃんと認定がおりてく
れないと本当困る家庭はすごいたくさんあると思うんだけれども、それがうまく回っているの
か、去年もちょっと質問したような気がするんですけれども、定められている期限内にきちん
と認定の部分ができているかどうか。
○健康長寿課長（原田陽一君） 昨年度よりはできるだけ短時間に回答が出せるような方向に
今なっている状況です。 3年に一度法改正と見直しする中でも、 1つは状態が余り変わらない
方、介護度 3以上の方等で状態が変わらなくて、前回も今回も同じ介護度というような判定が
出る方については、36カ月まで同じ審査を簡略化するような方式というのもまた国のほうから
示されていまして、一応来年度からは、審査会の中で状態が変わらないと認められ得る人は簡
素化した形で 1週早く回答が出せたりとか、これから高齢者がどんどんふえてきますので、状
態の変わらない方は早くするし、そういった簡略化して審査が簡素化できる中で多くの人に対
応できるようにということで、いろいろ審査会の中での審査方法を来年度にかけまして今、検
討をしている状況でございます。
○介護認定係長（榛葉博光君） 課長の説明の補足ですけれども、申請から決定までの平均の
処理日数、昨年 1月の時点では45.6日かかっていました。現在、平成31年 1月末の時点で年間
の平均処理日数が39.3日になっております。 6日間ほど短縮はされては来ていますけれども、
まだまだ法定の期限内ということにはできていないものですから、その辺は処理日数の短縮と
いうところで進めているところでございます。
○委員（勝川志保子君） もう一回確認なんですけれども、そこの部分で非常勤職員になって
いますよね、認定調査の部分は。非常勤職員が13人分だよということなんですが、ここに問題
があるのか、それともその前のページのところにある認定審査会のほうに問題があるのか、ど
っちなんでしょうか。
○介護認定係長（榛葉博光君） そちらのほうの問題ですけれども、認定調査は事務の方が入
って13名、今11名が認定調査員となっております。実質12名が予算の枠の中で確保しているん
ですけれども、募集をかけていてもなかなか採用というところまで至らないという状況であり
ます。 現在は、 1名若干少ない状態でなっております。ただし、 4月から12名体制で行くよう



なところで今進めております。
あと、決定までの一つの要因としまして、主治医意見書、医師の先生方が書いていただく書

類というのが催促はしていますけれども、なかなか戻ってこないというところでそういったと
ころも一つの要因ではあるかと思います。
○委員（勝川志保子君） もう一回いいですか。
当事者にとって、この介護認定が迅速にきちんとできるかどうかというのは物すごく大きな

問題があって、非常勤みたいな形で認定員を雇用するというんじゃなくて、本当にちゃんとケ
アマネジャーになれるような専門的な資格持っている方でなきゃなれないわけで、こういう雇
用の形でいいのかということであるとか、主治医からの意見書が遅いのであれば、介護認定の
期限が来ますよという通知のほうを前倒しするとか、そういうシステムとかというのは考えら
れないのかなと今ちょっと思ったりしているんですが、どうでしょうか。
○健康長寿課長（原田陽一君） 今いる職員、確かに非常勤という職種でもありますけれども、
勝川委員おっしゃったとおりで看護師の資格持っている方、社会福祉士持っている方、あとケ
アマネジャー持っている方、介護福祉士の方もいらっしゃったり、みずからの持っている仕事
には責任持ってやっていただいていますし、ある意味、働きやすさといいますか、 9時から16
時のほうが子育てしながらの就労環境としていいということで、あえて大変な看護師の正看と
しての勤務よりも、うちのほうの調査員の 9時から16時で帰れる中で一生懸命頑張りますとい
うような形で面接時にもお話しいただく方もいらっしゃいますので、その時間の中はきちんと
やっていただいていますし、ある意味働きやすさの一つにはなっているのかなという思いはあ
ります。
あと、30日できちんと回答出せるような、そういう方向で常に考えていかなきゃいけないとい
うのは、いつまでも私たちの重責かなと思っております。
○副委員長（榛村航一君） 附随というか、平均の処理日数になるんですけれども、土日含め
てか含めてないのか。
○介護認定係長（榛葉博光君） 土日含めての日数となります。
○委員（勝川志保子君） 21ページの 6のところの先日もちょっと聞いたりしたんですけれど
も、掛川東病院の医療療養病床 200床のうちの50床を介護医療院ということで、この介護保険
のところで増額というのは大きいものがあると思うんですが、何かちょっと小耳にはさんだ話
だとこれをもっとふやしていく方向を探っていらっしゃるようなことも聞いているので、今後
もここの部分がふえていくのかなという予測をしているんですけれども、掛川市としてはこの
後方支援病院としては本当に必要なものだとも思うんだけれども、それが介護保険料にそのま
ま返ってきちゃう問題でもあるものだから、どういうふうに考えているのかなと思って。
○健康長寿課長（原田陽一君） 確かにこちらに書かせていただいたとおり、 1億円を超える
医療から介護に切りかわる中で介護にとっては給付費が伸びる予想が立ちます。現状の50床で
行く方向で、また来年度はこの50床なんですが、その次どうなるかというところについては、
今、病院側からの意向というのはございません。ただ、そうなった場合には事前に協議をさせ
ていただくという連絡はいただいていますが、再来年度以降どうするかというとまだ聞いてい
ない状況です。
先ほどお話しのありましたとおり、受け皿としては例えば中東遠総合医療センターに入って

いらっしゃる方が急性期ですので、急に退院になった場合に医療行為はそんなにかからないと
いう方が医療療養病床に入院していると、例えばそこが満床になってしまうと、本当に医療が
必要な方がまた新たに発生した場合に満床で入れなくてどこかほかの病院を当たるというよう
なケースもあるんですが、今回の介護医療病床ができることで、医療の行為よりも介護の重み
が大きい方はそちらの介護医療院のほうで受けることによって、本来受ける医療療養病床の枠
があいて入りやすくなることで選択肢が広がるというのを先日もお話しさせていただいたんで
すけれども、今後、 3年に一度の計画の中で介護保険料の試算、そこに当然跳ね返ってくるも
のではありますので、上がるのか下がるのか現行のままで行けるのか、その辺はまた新たな計
画立案の際には大きな要素かなとは思っておりますので、留意していきたいと思っています。
○委員（藤澤恭子君） 25ページの13番です。事業見直しによる減というのはこの事業自体を
見直しているのか、全体の事業が回数がどうだとか、どういった何に。
○予防支援係長（太田光昭君） 予防支援係長の太田です。
一般介護予防事業の事業の見直しということで、やり方をちょっと変えてみたりとかしたの

が影響しております。スクエアステップを取り入れた講座、これを今まで委託していたんです
けれども、今まで研修で学んだのをボランティアの方がその教室を受け継ぐような形をとった
ものですから、その委託料が減となっております。



○委員（藤澤恭子君） それは今まで介護予防のスクエアステップ講座というのだけで減額の
この金額になっているということで、委託料がなくなったためというそれだけですか。
○予防支援係長（太田光昭君） そのとおりです。
○委員（勝川志保子君） 24ページの11の新規支援事業費、介護予防サービスの部分なんです
けれども、ちょっと説明を受けていてごめんなさい、本当よくわからなかったんです。チェッ
クリストによるやり方だとか総合事業への移行だとかという部分が今掛川市の中でどういうふ
うに推移していて、お金の流れ方がどう変わっているのかをもうちょっとわかりやすく説明し
てもらえないでしょうか。
○健康長寿課長（原田陽一君） 新しい総合事業と何度か私のほうでお話しさせていただいた
のが介護予防・日常生活支援事業ということでして、要は介護に陥る前にそこを皆さん頑張っ
て体を鍛えたり、認知症予防活動をすることで未然に抑えることを目的に事業を展開していま
す。先ほど言いました基本チェックリストというのは実際に体操や教室やる前にチェックして
いただいたりする中で、例えばバスや電車で 1人で外出しますか、日常生活の買い物していま
すか、預貯金の出し入れができますか、友達の家を訪れていますかとかそういった内容から、
お茶や汁ものでむせることありますか、口の渇きが気になりますか、あと毎日生活に充実感が
ありますか、楽しんでやれていることが最近なくなったとかと感覚ありますかとかいろいろ体
に対するものだったり、記憶に対するものだったりもろもろありまして、これらをトータルで
点数化することによって、この人ちょっとみんなで仲間に入れて体操教室に入ってもらったほ
うがいいなとか、介護予防に参加してもらったほうが今がチャンスじゃないかというような方
を拾い上げるようなものになっています。そういった中で現に介護の要支援 1、 2を受けてい
らっしゃらない方もこういったチェックリストをもとにして対象者を拾って、未然に運動や仲
間づくりすることで現状維持をしていただくというような活動がこの主なものになるんですが、
あとはここにあります短期集中型サービスというのは、 3ケ月という区切られた中で通所して
介護のサービスを受けますし、口腔機能のチェックもしていただいていると。集中的に 3カ月
でまず携わって改善を図ろうとそういった介護を未然に防ぐ未病的な予防事業という内容を広
めていくようになっているところです。
○委員（勝川志保子君） もう一回いいですか。そうしますと、このチェックリストを使った
対象の拾い上げというのは誰がどこでやっていて、それが広がっているんですか。
○予防支援係長（太田光昭君） 包括支援センターふくしあで相談を受けた方で、対象になり
そうな方はそちらでやってもらっています。ケアマネジャーの方がやる場合もありますが、包
括支援センターが主になってやっております。
○委員（勝川志保子君） 28ページの20の基金の積み立ての部分なんですけれども、これは基
金を積み立てるという予算をしているわけですよね。実際に今年度、介護保険に関して何とか
回していこうというところに使うのではなくて、それを積み立てるということになりますよね。
○健康長寿課長（原田陽一君） 対象となるのは今年度の見通しということにもなるかと思う
んですけれども、 3年計画を立てる中で年間通して毎年 1％とか 1.5％とか上昇幅を見ながら
給付費の全体額を見通して、それを割り戻して介護保険料を算定するという形でやっています。
従って、当然、対象者がふえていく今の状況を考えますと、毎年増額見込みで給付費の計画が
立てられているんですが、今年度の状況で行くとほぼ横ばい的な形で給付費全体額としては上
昇していない状況です。もちろんそれが収支としても出てくるものですから、その分を積立額
として計上はしています。
ただ、来年度の支出の状況を見て、当然、補正等で積立額を減額するとか、逆に積み立てで

はなく取り崩しで基金を使うというケースも考え得る状況ですが、今の時点では積み立てでき
る見込みで当初予算を計上しているというところです。
○委員長（松本均君） 以上で質疑を終了いたします。

〔討 議〕
○委員（勝川志保子君） 国保のところでも言ったんだけれども、この介護保険料についても
本当に天引きになる部分も多いですし、介護保険料が払えないというそこが介護保険に自分が
つながらないということになってしまうので、本当に、自己矛盾に陥っていられる方、払わな
いとサービス受けられないのがわかっているから払いたいんだけれども、払うお金が今ないと
いうパターンの相談をよく受けるんです。軽減措置とかがあるよ言われているんだけれども、
ふたをあけてよく見てみると、それにも当てはまらないというところがあって、滞納繰越分の
収納率が上がってこない状態になっているんだと思うんです。だから、介護保険制度自体が福
祉制度として国保と同じように思うところがあるわけなんですけれども、これがちゃんと徴収



されるという前提で予算組みがされていくというときに、本当に大丈夫かなという気がするん
です。
基金を積み立てて次年度に備えるというよりも、やっぱり本当に一般会計からの繰り入れを

きちっとしながら介護保険料の部分に補塡していくというやり方をしない限り難しいのかなと
思います。
○委員長（松本均君） 勝川委員の意見について何かございますか。
○委員（藤澤恭子君） 制度自体がどうのこうのというとどうにもならない。本当に一人一人
を、個人個人を見たらそのとおりだと思います。どうしたらいいのかなというのをこの国の制
度をそのまま引用して今来ていますけれども、いい案が逆に何かあるかなということをこの先
は話し合っていく必要があるのかなということですよね、勝川委員。
○委員（勝川志保子君） そうですね。
○委員（藤澤恭子君） このままやっていたんではだめなのはわかる。どこからといっても、
国からでも県からでも全てやっぱり税金であって、それは市民国民の。やっぱり今、相互扶助
というのが第一条件にある中で、それとまた別で何をどうしたらそうなるのかをきちんともっ
ともっと話し合う必要もあるなというか、制度が納得いかないのであれば、掛川市の中だけで
も何かできることがないかなというのを探りたいということですよね。
○委員（勝川志保子君） そうですね。
○委員（藤澤恭子君） 何かいい案がありますか。
○委員長（松本均君） 今の何か意見に対してありますか。

〔「ありません」との声あり〕
○委員長（松本均君） 以上で討議を終結いたします。

〔討 論〕
○委員（勝川志保子君） やはり今言っていた流れで言っていたように、担当部局の予算立て
が悪いとかということではないんだけれども、例えば掛川東病院の介護医療院へというのは市
民要望に応えるものであるはずなんです。だけれども、それが市民の側の負担増に返ってきて
しまう。だからすごい矛盾したものになっていて、それがちゃんと一般会計からの持ち出しで
あるとかというところも含めて、この介護の特別会計への繰り入れができるようなそういうシ
ステムはできないのかなとかいうのも変ですか。ちょっとやっぱり賛成しかねるというか、こ
の収納をしながら、この会計を維持することにちょっとやはりいかがなものかという思いです。
○委員長（松本均君） 確認しますけれども、国の体制絡みも含めて今回の予算については反
対だということでいいですか。
○委員（勝川志保子君） はい。
○委員長（松本均君） わかりました。 賛成意見は。
○副委員長（榛村航一君） 一般会計からというのは、一般会計もそれはちゃんと皆さんから
もらってきた税金の中から出るということになりますので、それはこれから国の消費税アップ、
消費税アップ自体にも勝川委員は反対だから、なかなかそこの財源はどうするのというところ
は永遠の勝川委員とのテーマにもなるのかもしれませんけれども、そういった限られた制度の
中で十分今回、予算組みを健康長寿課のところでは介護保険特別会計に関してはしていただい
ていると思いますので、承認すべしというふうに思います。
○委員長（松本均君） 以上で討論を終結いたします。

〔採 決〕
議案第 4 号 平成31年度掛川市介護保険特別会計予算について

賛成多数にて原案のとおり可決

⑤議案第17号 掛川市保育士等就職応援資金貸与条例の制定について

〔こども政策課、説明 11:27～11:31〕

〔質 疑 11:31～11:40〕

○委員長（松本均君） こども政策課山﨑課長、よろしくお願いいたします。
○委員長（松本均君） ただいまのこども政策課の説明に対する質疑をお願いいたします。
○委員（勝川志保子君） ちょっと基本的なところで確認をしたいんですけれども、掛川市に
保育士として就職してくださってありがとうございますみたいな、就職祝いみたいな意味合い
を持っているということじゃないかと思ったんですが、条文を読んだ限りで。この申請自体は
いつ、どんな形でどういうふうにしていくようになるんですか。



○こども政策課長（山﨑浩君） 4月以降、また広報でお知らせをして、 4月 1日から勤務し
たい方もさかのぼって適用させていただくというような形で予定をしております。
○委員（勝川志保子君） そうすると、さかのぼりができて、申請が 4月 1日から、この制度
ができることの広報はいつからになるんですか。
○こども政策課長（山﨑浩君） 広報は 5月 1日号に掲載を予定していまして、当然そこから
出てきますので、申請日自体は 5月とかの日付になってくると思いますけれども、さかのぼっ
て 4月 1日から適用させていただくという形で考えております。
○委員（嶺岡慎悟君） きのうから御説明いただいている中で、ほかの掛川市以外でも最大60
万円になるという県とかのほうがあるということでお聞きしました。その制度とそちらと重複
しても、もちろん確認していると思いますけれども、よく補助金で下があるとだめだとかとい
うのがあるかと思います。そのあたりをしっかり確認しているかどうか、お願いします。
○こども政策課長（山﨑浩君） 県の場合、就職準備金、いわゆる潜在保育士の方が新たに就
職をしようとする場合、その場合について最大40万円まで貸し付けると。同じ形なんですけれ
ども、貸し付けしてという形はとりますが、 2年間勤務すれば返還免除になります。それがあ
るのと、あと、学生さんについては奨学金という形で最高 160万円まで、 2年間毎月借りられ
るたりするものですから。
掛川市の今度の制度については、その県のどちらの制度を利用してもこの20万円のほうは対

象とさせていただくということですので、例えば学生さんで 160万円の奨学金を受けていた方
が掛川市に新たに勤務していただければプラス20万円ですし、潜在保育士の方で県のほうで40
万円の利用していただいて、市のほうからプラス20万円を利用いただけるということで考えて
おります。
○委員（勝川志保子君） 今のところで、広報 5月 1日に載せる、さかのぼりができると。今
議会が終わってこの議案が通った時点ですぐに告知をしていくというのは。 4月 1日施行にな
ります、こういうのが新制度としてできますというのがいち早く広報していくということはで
きるんですか。
○こども希望部長（高川佳都夫君） これ条例ですので、可決されて初めて告知行為ができま
すので、当然 3月のこの議会が最終日でこれを可決していただいた後という事務処理になりま
す。
広報は 4月 1日に発行するものについては、もう既に 2月中に原稿書きますので、まだ可決

されていないものを予定で広報出すということはできませんので、どうしても一月おくれてし
まいますが、これが可決されれば、できるだけ早い段階でホームページ等できるだけいろんな
メディアで広報をしていきたいというふうに思っておりますので、そういうことで早くＰＲを
しようと思います。
○委員（勝川志保子君） 早いＰＲをして、今、保育士足らないので、 4月のあたりのところ
はもうあれなので、言っているんですかね、実は。
○こども政策課長（山﨑浩君） 実は、市内の各園には今こういった条例案を議会のほうで御
審議いただいていますと、これが決定されれば来年度に利用していただくということで、各園
で保育士等を募集するときにもこういったことがＰＲできるかと思いますので、各園には今こ
ういったことで進めていますという御説明はさせていただいております。
○副委員長（榛村航一君） 簡単なチラシみたいなことできますか。
○こども政策課長（山﨑浩君） 広報には 5月 1日号に載せるんですが、チラシのほうもこれ
からちょっと考えさせていただきます。
○委員（勝川志保子君） これを受けられる方という規定のところで 3条の (2) (3)のあたり
をちょっと確認したいんですけれども、一月当たりの勤務日数が20日以上で 1日当たりが 6時
間以上というこの規定で市の保育士の非常勤扱いになっている人たちとかそういうところもこ
れ乗っかれるのかどうかを確認を。
○こども政策課長（山﨑浩君） 第 3号のところで、正規職員は対象となりませんということ
でさせていただいています。非常勤の職員についても、この 1日 6時間以上で月20日以上のと
ころで該当する方については適用をさせていただきます。
○委員（勝川志保子君） すこやか認定こども園とかの保育士の部分がこれになるのかどうか
というところも。
○こども政策課長（山﨑浩君） すこやか認定こども園の保育士さん等も 6時間以上で月20日
以上お勤めいただければ対象となります。
○委員長（松本均君） 以上で質疑を終了いたします。



〔討 議〕 なし
〔討 論〕 なし

〔採 決〕
議案第 17 号 掛川市保育士等就職応援資金貸与条例の制定について

全会一致にて原案のとおり

⑥議案第24号 掛川市国民健康保険税条例の一部改正について

〔国保年金課、説明 10:18～10:19〕

〔質 疑 10:19～10:26〕

○委員長（松本均君） 国保年金課の佐野課長、よろしくお願いいたします。
○委員長（松本均君） ただいまの国保年金課の説明に対する質疑をお願いいたします。
○委員（勝川志保子君） これによって実際に何件ぐらいの家庭がというのを前どこかで聞い
たような気はするんですけれども、もう一度、これを通すことによってどんないいことがある
のかというところを。これそのものは市があれするというよりも、国の制度変更に伴うものだ
というのはよくわかっているんですけれども、そこを教えてください。
○国保年金課長（佐野孝芳君） 以前どこかでというのは前回の全員協議会でお話しさせてい
ただいたということです。今回の限度超過額の引き上げによります影響世帯が 216世帯です。
これにつきましては平成30年度現在の所得等によりまして試算をした世帯になります。限度額
引き上げの影響額は 941万円が影響するということです。
メリットは国保税は頭打ちがあるものですから、高額所得者が限度を超えた部分というのは

それ以上の税金を納めていただけないことになります。ということは、中間所得者層にその負
担が上乗せされざるを得ないということになります。今回、税率改正はしていないものですか
ら、単純に上が伸びるだけになるわけですが、税率改正等を一緒に考えるときには、限度額を
上げないと切り捨てられてしまう部分だけどうしても税率を余分に上げないといけないという
ようなことも検討しながら税率改正を見ていく、そういうようなことになります。ですので、
限度額を上げることによって先ほど言いました 216世帯、これは例えば所得が 1,000万以上あ
るとかそういう高額所得者の方になるわけですが、その方には不利になるわけですが、中間所
得者層については有利に働く場合があるというようなことになります。メリット、デメリット
はそのような形になります。
○委員（勝川志保子君） 税率改定を見越しながらこれをやっているということではないわけ
ですよね。
○国保年金課長（佐野孝芳君） あくまでもこれは限度額というのは国の制度の中で決まって
きているものです。市では税率改正は税率改正で毎年、国保運営協議会に諮問しながら今の税
率でやれるかどうかということをこれは別物になるわけですが、税率改正をするときには当然
今の税率をこれだけ上げると幾らになりますよということですけれども、税率を上げると限度
額を超えた部分はどうしても切り捨てられる部分が出てしまいますので、そのときにこの限度
額というのが影響してくるという説明になります。
○委員長（松本均君） 以上で質疑を終了いたします。

〔討 議〕
○委員（勝川志保子君） 今言っていた部分が引っかかるところなんです。税率の今年度以降、
話をしていくときに、それが限度額を上げたからみたいな形でとられていくのは嫌だなという
思いと、実際にどうなんでしょう、皆さんは高額所得者だったりしませんか。でも、それ以外
が国保税をあれしていく、自分が高額所得者じゃないもので、何か限度額を上げるところがこ
れでいいのかなというここのところの数字がよくわからない部分があったりするんだけれども、
ちょっとこの辺の方たちに教えていただけたら。
○副委員長（榛村航一君） 基本的には中間層より下の人たちにはメリットがあるんですよね。
だから、高所得者にはそれなりの負担を求めます。だけれども、なかなか支払えない人とかが
いる中間層より下の人たちをより広く守っていくためにも高所得者という層に払ってもらいま
しょうよということなので、私は勝川委員の思いに沿っているのかなと個人的には思うんです
けれども。
○委員（勝川志保子君） 私も自分の思いには沿っているのかなとは思います。
○副委員長（榛村航一君） そうでしょう。
○委員長（松本均君） 以上で討議を終結いたします。



〔討 論〕 なし

〔採 決〕
議案第 24 号 掛川市国民健康保険税条例の一部改正について

全会一致にて原案のとおり可決

〔 休憩 10：26 ～ 10 : 34 〕

⑦議案第25号 掛川市介護保険条例の一部改正について

〔健康長寿課、説明 11:22～11:25〕

〔質 疑 なし 〕

○委員長（松本均君） 以上で質疑を終了いたします。

〔討 議〕 なし

〔討 論〕 なし

〔採 決〕
議案第 25 号 掛川市介護保険条例の一部改正について

全会一致にて原案のとおり可決

⑧議案第31号 掛川市立学校設置条例の一部改正について

〔学務課、説明 11:40～11:42〕

〔質 疑 なし 〕
○委員長（松本均君） 以上で質疑を終了いたします。

〔討 議〕
○委員（勝川志保子君）この地域の幼稚園をずっとなくしていく方向というのは、私自身は賛
成できないです。北側に続いて南側が今進められているわけなんだけれども、こういうことで
いいのかなというのは思います。この設置条例のこれについて云々ということではないんだけ
れども、やっぱり文教厚生委員会として、今後も認定こども園化進めてきた流れで地域の子供
たちを本当によかったのかというそこら辺の検証はこれからしていただきたいなというふうに
思います。
○委員長（松本均君） ほかに意見はございますか、今の意見について。
○委員（藤澤恭子君） 検証していくということですので、それは絶対必要だなと思います。
ただ、待機児童の問題ですとかいろいろ鑑みて、できる状態でできる範囲で精いっぱいして

いただいているなと私は思っております。
○委員長（松本均君） この条例については問題はなくということで、お 2人ともよろしいで
すね。

〔「はい」との声あり〕
○委員長（松本均君） 以上で討議を終結いたします。

〔討 論〕 なし

〔採 決〕
議案第 31 号 掛川市立学校設置条例の一部改正について

全会一致にて原案のとおり可決

２）協議事項

閉会中継続調査申し出事項 ４項目

閉会中継続調査申し出事項 ４項目で了承

○副委員長（榛村航一君） きのう、きょうとお疲れさまでした。当局におかれましては、丁
寧な説明ありがとうございました。委員の皆様においては、活発な委員間討議、質疑、ありが



とうございました。
今、大体、委員長のほうが言ってくれましたので、私の感想はきょうの懇親会の乾杯のとき

にしたいと思いますので、この辺で本日の委員会は終了させていただきたいと思います。
ありがとうございました。

３）閉 会 〔 11:48 〕


